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第１回 山口県央部１市４町合併協議会 会議録 

 
 
○日  時  平成１６年９月１１日（土曜日） 午後４時００分～午後７時２０分 
 
○場  所  宇部７２アジススパホテル 
 
○議  事 
（報告事項） 

   報告第 １号 山口県央部１市４町合併協議会設置に至る経緯 
   報告第 ２号 山口県央部１市４町合併協議会規約及び協議書 
   報告第 ３号 山口県央部１市４町合併協議会幹事会規程 
   報告第 ４号 山口県央部１市４町合併協議会専門部会規程 
   報告第 ５号 山口県央部１市４町合併協議会事務局規程 
   報告第 ６号 山口県央部１市４町合併協議会財務規程 
   報告第 ７号 山口県央部１市４町合併協議会組織体制 
 （協議事項） 
   協議第 １号 山口県央部１市４町合併協議会会議運営規程（案） 
   協議第 ２号 山口県央部１市４町合併協議会小委員会設置規程（案） 
   協議第 ３号 山口県央部１市４町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程（案） 
   協議第 ４号 平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会事業計画（案） 
   協議第 ５号 平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会予算（案） 
   協議第 ６号 合併協定項目の調整方針（案） 
   協議第 ７号 合併協定項目 
   協議第 ８号 合併の方式 
   協議第 ９号 合併の期日 
   協議第１０号 新市の名称 
   協議第１１号 新市の事務所の位置 
   協議第１２号 財産及び公の施設の取扱い 
   協議第１３号 地方税の取扱い 
   協議第１４号 条例、規則等の取扱い 
   協議第１５号 行政組織及び機構の取扱い 
   協議第１６号 公共的団体等の取扱い 
   協議第１７号 慣行の取扱い 
   協議第１８号 各種事務事業（総務関係）の取扱い 
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協議第１９号 各種事務事業（電算システム事業）の取扱い 

   協議第２０号 各種事務事業（消防防災事業）の取扱い 
   協議第２１号 各種事務事業（都市計画事業）の取扱い 
   協議第２２号 各種事務事業（建設事業）の取扱い 
   協議第２３号 各種事務事業（下水道事業）の取扱い 
   協議第２４号 各種事務事業（水道事業）の取扱い 
   協議第２５号 各種事務事業（学校教育事業）の取扱い 
   協議第２６号 各種事務事業（社会教育事業）の取扱い 
   協議第２７号 新市建設計画 
   協議第２８号 議会議員の定数及び任期の取扱いの取扱い 
   協議第２９号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 
   協議第３０号 一般職の職員の身分の取扱い 
   協議第３１号 地域審議会等の取扱い 
   協議第３２号 特別職の職員の取扱い 
   協議第３３号 使用料、手数料等の取扱い 
   協議第３４号 補助金、交付金等の取扱い 
   協議第３５号 町名・字名の取扱い 
   協議第３６号 国民健康保険事業の取扱い 
   協議第３７号 介護保険事業の取扱い 
   協議第３８号 各種事務事業（広報広聴事業）の取扱い 
   協議第３９号 各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱い 
   協議第４０号 各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱い 
   協議第４１号 各種事務事業（児童福祉事業）の取扱い 
   協議第４２号 各種事務事業（その他の社会福祉事業）の取扱い 
   協議第４３号 各種事務事業（保健・医療事業）の取扱い 
   協議第４４号 各種事務事業（生活環境事業）の取扱い 
   協議第４５号 各種事務事業（農林水産事業）の取扱い 
   協議第４６号 各種事務事業（商工・観光事業）の取扱い 
   協議第４７号 各種事務事業（コミュニティ施策）の取扱い 
   協議第４８号 各種事務事業（その他事業）の取扱い 
（その他） 
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○出席者（会長、副会長含む）（４７名） 
 会  長 合 志 栄 一 
 副 会 長 飯 田 宏 史 岩 城 精 二 藤 生 通 陽 伊 藤 青 波 
 委  員 渡 辺 純 忠 篠 原 宣 行 緒 方   甫 岡 村 久寿男 
  三 戸 基 文 武 田 寿 生 河 村 秀 夫 三 好 溥 眞 
  武 永 輝 男 吉 松 米 雄 梶 本 孟 生 重 田 勝 利 
  山 本 武 義 山 田 好 男 井 上 一 雄 氏 永 東 光 
  澤 田 正 之 原 田 欣 知 本 永 勝 昭 中 川 啓 三 
   山 本 繁 正 中 野   勉 山 口 冨美子 國 安 克 行 
 塩 見 侃 三 重 田 強 子 石 田 光一郎 渡 邉 公 智 
  松 本 悟 朗 牧     徹 福 江 香代子 林   國 雄 
  髙 野 義 一 村 田 康 子 江 本 芳 子 藤 田 義 正 
  下 田 與志雄 藤 井 喜與子 千々松 正 直 岡 田   実 
  樫 部 裕 人 棟 久 和 佳   
 
○監査委員（３名） 
 山 本 修 三 田 中 義 明 宮 内 清 次 
 

○欠席委員（１名） 
 岡 部 達 矢   
 

 



［第１回 山口県央部１市４町合併協議会 会議録］ -4-

［午後４時００分 開会］ 

 

【重見事務局長】 

 定刻となりましたので、ただ今から山口県央部１市４町合併協議会を開催いたします。本日は台風の

爪痕も残っております。このような中、大変お忙しい時、ご出席をいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。それではまず本日の会議につきまして、まだ山口市の４号委員さん岡部委員さんがお見えに

なっておりませんが、協議会規約によりまして本協議会は成立をいたしております。ご報告を申し上げ

ます。 

また、山口県央部１市４町合併協議会規約第６条に、会長・副会長は１市４町の長が協議して選任す

ることと規定をされております。その協議の結果、会長に合志栄一山口市長、副会長には飯田宏史阿知

須町長、岩城精二小郡町長、藤生通陽秋穂町長、伊藤青波徳地町長が就任することとなっております。

また、規約第８条に「会長に事故あるときまたは会長が欠けたときには、副会長のうちから１市４町の

長が協議した者が会長の職務を代理する。」ということになっております。会長の職務代理者には飯田

阿知須町長さんが就任されましたことを併せてご報告を申し上げます。 

それでは最初に、本協議会の会長であります、合志栄一山口市長にご挨拶をお願いいたします。 

【合志会長】 

 こんにちは。山口県央部１市４町合併協議会の会長の役を務めることになりました合志でございます。

何とぞよろしくお願い申し上げます。この会長の役を務めますのは、２市４町の合併協議会、それから

１市３町の合併協議会、そして１市４町の合併協議会と３回目でございます。委員の皆様もそれぞれ３

回目の方々もあろうかと思いますが、この度の１市４町の合併協議会は必ず合併を成し遂げると、そう

いう決意で委員の皆様と共に合併協議に臨んでいきたいと、強く心に位置しているところでございます。 

４月の２６日に２市４町の合併協議会が休止になりまして、そして１市３町の合併協議会がその後立

ち上がりまして、そして今日、１市４町、徳地町さんも新たに加わられまして山口市、小郡町、秋穂町、

阿知須町、徳地町の１市４町で合併協議会が発会することになったわけであります。いろんなことがご

ざいましたけれども、確実に３０万中核都市実現に向けて歩みを進めているという感を持っているとこ

ろでございます。 

２回ほど台風で１市４町の協議会の開催が延びました。今日、ある意味では緊急的なかたちではござ

いましたけれども、第１回の１市４町の合併協議会を持つことになったわけであります。台風の被害が

それぞれあろうかと思うわけでございますが、そういう中におきまして、ほとんどの合併協議会の委員

さんがご出席いただきまして、本日の第１回の合併協議会を持つことができましたことに、この合併実

現に寄せる強い思いというものを感ずる次第でございます。限られた期間ではございますが、熱心な協

議をいたしまして立派な合併を実現していく、そういう思いで取り組んでまいりたいと思います。委員

の皆様方のご協力とそしてご指導ご支援を心からお願い申し上げまして、会長就任そしてまた本日の会

を始めるに当たってのご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。どうもありが

とうございました。 

【重見事務局長】 

 どうもありがとうございました。次に副会長であります、飯田宏史阿知須町長にご挨拶をお願いいた

します。 

【飯田副会長】 

 皆さん、こんにちは。まず、台風１６号、１８号に被災された方々に対しまして、心からお見舞いを

申し上げたいと思います。 

さて、昨年３月に２市４町の法定協を立ち上げて以来、１市３町、１市４町の法定協が立ち上がった

わけでございますが、次なる法定協はないと思います。と申しますのも、本法定協も県央２市４町３０

万中核都市をつくる、その道筋をつけるという合併協であるわけでございます。どうか、合志会長のリ

ーダーシップと皆様方のご理解ご協力によって、本協議会がスムーズに運営することをお祈り申し上げ
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まして、ご挨拶とします。よろしくお願いします。 

【重見事務局長】 

 どうもありがとうございました。次に、同じく副会長であります、岩城精二小郡町長にご挨拶をお願

いいたします。 

【岩城副会長】 

 皆さん、こんにちは。２１世紀の将来を目指す地域づくり、まちづくりに、今日第１回目、徳地町を

お迎えしてできることを本当に心から喜んでおります。もう残された時間は僅かであります。皆さんと

共に全力を出しきって、そしてすばらしい広域圏生活の新しいまち、合併ができるように、共に努力を

してまいりたいと思います。ひとつよろしくお願い申し上げます。 

【重見事務局長】 

 ありがとうございました。同じく副会長であります、藤生通陽秋穂町長にご挨拶をお願いいたします。 

【藤生副会長】 

 皆さん、こんにちは。２市４町からいろんな紆余曲折があったわけでありますが、こうして今日、１

市４町ということで、台風が影響ありましたが、第１回の会合を持つことができました。今までの経験

といいますか、大きな勉強をしたわけでありまして、これから更なるまちづくりのために、それぞれの

英知を出し合って何とかこれをまとめなければならないというふうに思ってます。それぞれ委員さんの

皆様方のご協力、そしてまた熱心なるご議論をお願い申し上げまして、挨拶に代えます。大変ご苦労様

でございます。 

【重見事務局長】 

 ありがとうございました。次に、同じく副会長であります、伊藤青波徳地町長にご挨拶をお願いをい

たします。 

【伊藤副会長】 

 皆様、こんにちは。１８号の台風で、まだ各市町で復旧作業が続いていると思いますが、徳地町も昨

日の１１時半に数件残しておりますが、やっと電気が通りました。徳地町は水道がないところでありま

して、井戸水でありまして、ほとんどの世帯で電気がないと水が汲めません。そのことで山口市さんか

らも本当に、大変な中で給水車、自衛隊の方も出していただきましたけれども、山口市さんからも出し

ていただきまして、本当に町民が助かりました。この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。 

また、今日第１回の１市４町の法定協ということであります。山口市さん、小郡町さん、秋穂町さん、

阿知須町さんの皆様方には、いろいろとご迷惑もおかけすると思いますが、今日から一緒になりまして

新市建設に向けて、協議をしていきたいと思っております。やはり大事なことは３０万があるわけであ

りますが、当面は１市４町の市民・町民にとってよりよい合併をつくっていくということが、大変重要

であろうかと思っています。今日から皆さんと共に一緒に協議できますことを大変うれしく思っており

ます。どうかよろしくお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。 

【重見事務局長】 

 どうもありがとうございました。それでは、続きまして委嘱状の交付を行います。本来ならば委員の

皆様お一人、お一人にお渡しすべきでございますけれども、時間の関係上、代表者お一人の方にお渡し

し、各委員さんにおかれましては、あらかじめお席のほうに委嘱状をお届けしておりますのでご確認を

いただきまして、ご了承をお願いしたいと思います。 

それでは、委員を代表されまして、徳地町の藤田義正さんに委嘱状をお受け取りいただきたいと思い

ます。ご足労をおかけいたしますけれども、前のほうにお願いをいたしたいと思います。 

 

（合志会長より藤田委員へ委嘱状伝達） 

 

【重見事務局長】 

 それでは本日は、第１回の協議会ということで、本来ならご出席いただいております委員の皆様に一
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言ご挨拶並びにご紹介をさせていただくところでございますけれども、これも時間の都合等もございま

す。また、委員の皆さんのほとんどが、２市４町の協議会、または１市３町の協議会から引き継いで、

委員になられておりますので、お顔等も、もうお馴染みではないかというように思っています。大変申

し訳ありませんけれども、本日は委員の紹介は省かせていただきたいと思います。ご了承お願いしたい

と思います。なお、お手元に配席表、それから会議資料の１ページに委員名簿を載せてございますので、

そちらのほうを参考にしていただきたいと思います。 

それでは、本日の資料の確認をしたいと思います。恐縮ですが座って説明させていただきます。まず、

本日お配りをしております資料といたしましては、Ａ３の一枚紙、二つ折りにされていると思いますけ

れども、「会議次第」。それから資料３の「議会議員の定数及び任期の取扱い」の資料がございます。そ

れからＡ３の会議次第の右下に載せておりますけれども、「その他の資料」といたしましては、すでに

お送りをしているものでございます。また先ほど申し上げましたように机の上に各委員さんの委嘱状を

置いております。ご確認をいただきたいと思います。もしお手元に不備がございましたら、遠慮なく事

務局まで申し出ていただきたいと思います。 

それでは、山口県央部１市４町合併協議会規約第１０条によりまして、会長が会議の議長となると定

められておりますので、会長のほうで議事進行について、よろしくお願いをいたします。 

【合志議長】 

 それでは、規約によりまして、議長として会議の進行をさせていただきますので、ご協力お願い申し

上げます。 

後ほど、協議をしていただく予定といたしておりますが、協議会会議運営規程におきまして、会議録

を調製すること、また会議録署名委員を２名とし、会長が指名することとなっておりますので、本協議

会の署名委員として２号委員さんからお一人、４号委員さんからお一人とし、順番に指名していくこと

にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。突然の指名になりまして恐縮でございますが、

今回は山口市の梶本孟生委員さん、それから徳地町の千々松正直委員さんにご署名をお願いしたいと思

います。また、お願いでありますが、議事録の作成上発言をされます場合には、挙手されまして、所属

市町とお名前を最初に述べていただきますよう、ご協力お願い申し上げます。 

続きまして、協議に先立ちましてお諮りいたしたいと思いますが、「会議の公開・非公開について」

でございます。後ほど、協議をしていただく予定としておりますが、協議会会議運営規程におきまして、

「会議は原則として公開する。」となっております。このことにつきましては、本日の会議におきまし

て、後ほど、ご協議いただき決めていただくということになるわけでございますが、２市４町の協議会

のとき、また１市３町での協議会のときも、原則公開といたしておりました。つきましては、本協議会

におきましても、原則公開とすることとし、本日の会議も公開としてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、本協議会におきましては、原則公開とし、本日の会議も公開とさせていただきます。それ

から、会議に入ります前に、ひとつお願いがあります。この度の台風の影響によります急な中止や延期

等によりまして、会議資料につきましては、先ほど事務局から説明もありましたが、本来であれば、延

期となりました９月７日にご使用いただく予定であった会議資料をそのまま、本日ご使用いただくとい

うことでありますで、表紙の日時、議案等の提出日、規程（案）等の施行日等が、「９月７日」になっ

たままでございます。大変申し訳ございませんが、事情をお察しいただきまして、「９月７日」を「９

月１１日」と読み替えていただきますよう、お願いをいたします。 

それでは、会議次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。会議次第４「報告事項」に入り

ます。報告第１号から第７号まで、事務局から一括して報告をお願いいたします。 
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【松永総務課長】 

 それでは報告第１号の「山口県央部１市４町合併協議会の設置に至る経緯」についてでございます。

会議資料の２ページ、３ページをご覧いただきたいと存じます。人口３０万中核都市の実現を図るため

の第一段階の取組みとして、１市４町の枠組みで、８月２３日、「山口県央部１市４町合併協議会」を

設置いたしまして、本日、第１回の合併協議会開催の運びとなったところでございます。 

次に、報告第２号の「山口県央部１市４町合併協議会規約及び協議書」についてでございますけれど

も、内容につきましては省略させていただきます。１市３町のときと変更箇所が一つございます。規約

第１５条の監査のところでございますけれども、監査委員２名が、３名となりましたのでよろしくお願

い申し上げます。 

引き続きまして８ページでございますけれども、協議会規約に基づきまして、１市４町の長が協議し

て定める事項に関する協議書につきまして説明申し上げます。まず、協議して定めた事項につきまして

は、１といたしまして、委員の定数を４３人とすること。２といたしまして、会長は山口市長をもって

充てること。副会長は、小郡町長、秋穂町長、阿知須町長及び徳地町長をもって充てること。３といた

しまして、委員のうち、学識経験を有する者は、各市町からそれぞれ４人、また、山口県職員は３人と

すること。４といたしまして、会長の職務代理者は、阿知須町長をもって充てること。５、６、８につ

きましては、幹事会規程、専門部会規程、事務局規程、財務規程を定めてございます。７といたしまし

て、監査委員は、小郡町、秋穂町及び徳地町の代表監査委員とすることを確認したものでございます。

なお、本日は第１回の協議会でございますので、小郡町、秋穂町、徳地町の代表監査員のご出席をいた

だいております。どうもありがとうございました。 

続きまして、報告第３号の「山口県央部１市４町合併協議会幹事会規程」についてでございます。会

議資料では、１１ページから１３ページとなります。幹事会は、事務方の最終調整機関としての役割を

担うものでございます。メンバーといたしましては、１３ページの別表に掲げておりますけれども、各

市町の総務、企画、財政担当部課長といたしております。 

次に、報告第４号の「山口県央部１市４町合併協議会専門部会規程」についてでございます。会議資

料では、１４ページから１７ページとなります。専門部会規程につきましては、幹事会の下に属する機

関でございまして、協議会の担当する事務について専門的に協議、調整するものでございます。１７ペ

ージにありますように総務、企画、財務など１１の専門部会を設けております。 

続きまして、報告第５号の「山口県央部１市４町合併協議会事務局規程」でございます。資料では、

１８ページから２１ページとなります。協議会の全般的な事務を所掌するものでございまして、職員に

つきましては、事務局長の下に、総務課、計画調整課を設けることといたしております。職員数は、１

市４町の職員と県職員を含めまして２０名の体制でございます。 

それから、報告第６号の「山口県央部１市４町合併協議会財務規程」については、会議資料では２２

ページから２５ページでございます。これにつきましては山口市の財務の取扱いに準じて運用していく

ことといたしております。 

報告事項の最後でございますけれども、第７号の「山口県央部１市４町合併協議会組織体制」につい

てでございます。資料では２６ページから２７ページでございます。組織体制につきまして、組織と人

数をお示ししたものでございます。以上、報告事項についての説明を終わらせていただきます。よろし

くお願い申し上げます。 

【合志議長】 

 ただ今の事務局から「報告事項」の説明がございましたが、何かご意見ご質問がありますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 それでは報告事項は終わりまして、次に、会議次第の５「協議事項」に入ります。まず、協議第１号
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から協議第３号まで事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【松永総務課長】 

 それでは、説明のほうをさせていただきます。会議資料は２９ページから３１ページでございます。

本協議会の会議の運営に関して必要な事項を定めるものでございます。まず、第２条で、会議は原則と

して公開すること、第５条に、議事の進行でございますけれども、会議の進行にあたりましては、全会

一致を原則とするが、意見が分かれた場合、出席委員の３分の２以上で決する旨の規定とするものでご

ざいます。第６条は、会議は傍聴できる規定をしております。第７条から第９条までは、会議録の規定

でございます。第１０条につきましては、規律を定めるものでございます。 

続きまして、協議第２号の「山口県央部１市４町合併協議会小委員会設置規程」につきましては、会

議資料の３２ページ、３３ページをお開きくださいませ。小委員会の設置に関しまして、必要な事項を

定めるものでございます。第２条に所掌事項として、協議会から付託された事項につきまして調査、審

議を行うものでございます。第３条は委員についての規定、第４条は組織、第５条は会議に関する規定

で、第６条は関係者等の出席、第７条は小委員会での審議の経過及び結果については、協議会へ報告を

義務づけているところでございます。 

続きまして、協議第３号の「山口県央部１市４町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程」

でございます。３４ページ、３５ページでございます。協議会委員等の報酬及び費用弁償につきまして、

必要な事項を定めるものでございます。第２条に報酬の額、第３条に費用弁償の額を定めております。 

説明につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【合志議長】 

 それでは、協議第１号「山口県央部１市４町協議会会議運営規程（案）」、協議第２号「山口県央部１

市４町合併協議会小委員会設置規程（案）」及び、協議第３号「山口県央部１市４町合併協議会委員等

の報酬及び費用弁償に関する規程（案）」につきまして、何かご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第１号から第３号につきましては、原案のとおり確認させてい

ただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 ありがとうございます。それでは原案のとおり確認いたします。 

続きまして、協議第４号「平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会事業計画（案）」と、協議第

５号の「平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会予算（案）」につきまして、事務局から一括して

説明をお願いいたします。 

【松永総務課長】 

 それでは、説明申し上げます。会議資料では３６ページ、３７ページになります。３７ページでござ

いますけれども、事業内容といたしましては、会議の開催、情報提供及び広報啓発活動の実施、調査研

究事業としての電算システム、条例規則の調査研究を行うものでございます。 

続きまして、平成１６年度予算案の説明でございます。会議資料の３８ページから４０ページでござ

います。この予算の期間につきましては、法定協議会の設置から年度末までの間における協議会の運営

経費、事務局の運営経費等に係る経費を計上させていただいたところでございます。まず３９ページの

歳入につきましては、上段のほうでございますけれども、構成団体負担金といたしまして、２，７５４

万円。この内訳は会議資料の４０ページにお示しいたしております。その他、預金利息１千円を合わせ
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まして、歳入につきましては２，７５４万１千円を計上させていただいたところでございます。歳出に

つきましては、総務管理費といたしまして、協議会運営費に関する会議運営費として、２０２万９千円、

事務局運営費として、５６９万７千円を計上したものでございます。次に、事業費の事業推進費では、

協議会だよりの印刷、新市まちづくり計画等の印刷、電算調査等合わせまして１，８８１万５千円を計

上したものでございます。なお、予備費の１００万円と合わせまして、歳入と同じく２，７５４万１千

円としたものでございます。 

協議第４号及び協議第５号の説明につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

【合志議長】 

 それでは、協議第４号「平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会事業計画（案）」及び、協議第

５号「平成１６年度山口県央部１市４町合併協議会予算（案）」につきまして、ご意見ご質問ございま

すでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第４号と第５号につきましては、原案のとおり確認させていた

だいたものとしてよろしいでしようか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 ありがとうございます。それでは原案のとおり確認いたします。 

続きまして、協議第６号「合併協定項目の調整方針（案）」及び、協議第７号「合併協定項目」につ

きまして、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 それでは、協議第６号合併協定項目の調整方針案についてご説明を申し上げます。会議資料の４１ペ

ージをご覧ください。ご承知のとおり、山口県央部１市３町合併協議会におきましては、合併協定項目

の調整方針につきましては、山口県央部合併協議会における調整方針を尊重し、これまでに確認された

調整項目ついて、引き継ぐことを基本とする。このように確認されました。新しい１市４町の枠組みに

おきましても、両協議会のこれまでの協議を尊重し、合併協定項目の調整方針案は、ここに記載のとお

り山口県央部合併協議会、または山口県央部１市３町合併協議会における調整方針を尊重し、これまで

に確認された調整項目ついては、引き継ぐことを基本とするものでございます。なお、１市３町合併協

議会では、第１回、第２回の協議会で４２の協定項目のうち１９の項目で調整案に確認されたところで

ございますが、山口県央部合併協議会及び山口県央部１市３町合併協議会の両協議会をとおしまして、

未確認の調整項目は、議会議員の定数及び任期の取扱い、地域審議会等の取扱い、そして新市建設計画

の３項目でございます。合併協定項目の調整方針案につきましては、以上でございます。 

引き続きまして、協議第７号合併協定項目についてご説明申し上げます。資料につきましては、会議

資料の４２ページから４６ページでございます。本協議会で協議いたします合併協定項目は、山口県央

部合併協議会、または山口県央部１市３町合併協議会の協議を尊重することを踏まえますと、資料にお

示ししておりますとおり基本４項目を含め４２の協定項目となります。これらの項目につきましては、

今後協議していただき、基本的には合併協定書に盛り込むものとなります。 

また、資料の４５ページ、４６ページには、参考資料として、事務一元化の基本的考え方と調整方針

についてお示ししておりますとおり、住民負担やサービスの公平性を期する観点から、速やかに新市の

一体性の確保を努めなければなりません。しかしながら、それぞれの市町で、さまざまな行政サービス
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を提供しているため、新市移行期において、負担やサービスに急激な変化が生じることから、激変緩和

等の措置を図る必要がございます。そのため、合併後、直ちに事務事業の一元化を図ることが困難なも

のにつきましては、激変緩和等の措置を講じることにより、急激な変化を避けることとしており、その

調整方針として、「新市移行後速やかに調整する。」また「新市移行後当分の間は現行どおりとし、随時

調整する。」ものがございますが、前者につきましては、３年を目途に、後者につきましては、５年を

目途に新市の状況を計りながら調整を図るものでございます。 

協定項目につきましては、以上でございます。 

【合志議長】 

 それでは、協議第６号「合併協定項目の調整方針（案）」及び、協議第７号「合併協定項目」につき

まして、ご意見ご質問ありますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでありましたら、協議第６号と第７号につきましては、原案のとおり確認させていただ

いたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 では、原案のとおり確認いたします。 

次に協議第８号「合併の方式」に入りたいと思います。先ほどの、協議第６号の「合併協定項目の調

整方針」におきまして、「山口県央部合併協議会又は山口県央部１市３町合併協議会における調整方針

を尊重し、その確認済みの調整項目については、引き継ぐことを基本とする。」ということでご確認を

いただいたところであります。 

また、この「合併の方式」の項目につきましては、２市４町、１市３町、両方の協議会におきまして、

それぞれ『新設合併』ということで、確認済みでございます。つきましては、先ほどご確認をいただき

ました、調整方針を踏まえまして、１市４町協議会におきましても『山口市、小郡町、秋穂町、阿知須

町及び徳地町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。』という調整案を提出す

るものであります。このことにつきましてご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございます。それでは、協議第８号「合併の方式」につきましては、原案のとおり「新

設合併」と確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 では、新設合併ということで確認いたします。 

続きまして、協議第９号「合併の期日」についてでございます。「合併の期日」につきましては、１

市３町の協議会で、「平成１７年１０月１日」と「平成１７年１０月１１日」と「平成１８年１月１日」

の三つに絞りまして、正副会長でもう少し検討をさせていただくということでございました。 

その後、正副会長で検討いたしました結果、新市の新年度予算に新市長の考えを反映させて通年予算
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を編成することができる、１０月が望ましい。また、合併が議決されればできるだけ早いほうがよい。

ということで、正副会長の間では、「平成１７年１０月１日」が最適であるという意見が出てきている

ところでございます。しかしながら、徳地町さんが新たに加わられたこともございまして、電算業務等、

合併の準備事務につきまして、再度検証していく必要もございます。 

したがいまして、この項目につきましては、もう少しお時間をいただきまして、正副会長で再度検討

させていただきたいと思うものでございます。そういう次第で、この「合併の期日」につきましては、

継続協議としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、協議第９号「合併の期日」につきましては、継続協議といたします。 

続きまして、協議第１０号「新市の名称」につきまして協議してまいりたいと思います。「新市の名

称」につきましては、２市４町の協議会、１市３町の協議会ともに『山口市』ということで確認されて

おります。先ほどの調整方針を踏まえまして、本日、本協議会におきましても、「新市の名称」を『山

口市』として提出するものであります。「新市の名称」につきまして、ご意見ご質問ございますでしょ

うか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございます。それでは、協議第１０号「新市の名称」につきましては、原案のとおり

『山口市』と確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、『山口市』と確認させていただきます。 

続きまして、協議第１１号「新市の事務所の位置」につきまして協議してまいりたいと思います。こ

のことにつきましては、１市３町の協議会におきましては、２市４町の協議会での最終会長案を基に調

整をした案で、確認をされたところでございます。１市４町におきましても、その案を引き継ぎたいと

思っております。それでは、調整案を事務局より読み上げまして、後ほどご意見を賜りたいと思います。 

それでは事務局お願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 会議資料の５３ページをお開きください。それでは読ませていただきます。 

≪調整案≫ 

新市の事務所の位置は、新市発足時は現在の山口市役所の位置とする。新市の事務所の方式は、住民

サービスの低下を招かないよう、総合支所方式とし、現在の１市４町それぞれの役所及び役場に総合的

な機能を持つ支所を置く。なお、新市における将来の事務所の位置については、新市において、住民の

利便性や新市の均衡あるまちづくりに配慮し、協議検討するものとする。 

≪附帯決議≫ 

将来の事務所の位置については、新市発足後、速やかに新市の事務所の位置に関する審議組織を設置

し、協議検討を行うものとする。その協議に当たっては、新山口駅周辺が適地であるという意見を踏ま

えながら、県央中核都市にふさわしい位置を考慮し、整備については新市発足後１０年を目途に審議す

ること。 
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以上でございます。 

【合志議長】 

 それでは、この調整案につきまして、ご意見ご質問ありますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第１１号「新市の事務所の位置」につきましては、原案のとお

り確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、原案のとおり確認いたします。 

次の協議事項に入ります。次は協議第１２号から協議第２６号までを、事務局から一括して説明をい

たします。また、これらの協議事項は、１市３町の協議会での確認済みの事項で、徳地町も調整案を尊

重されるということでございますので、まことに恐縮でございますが、説明の後、まとめて協議・確認

してまいりたいと思います。 

それでは事務局から説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 先ほど協議第６号の合併協定項目の調整方針案におきまして、「これまで確認された調整項目につい

ては、引き継ぐことを基本とする。」ということが確認されたところでございます。つきましては、事

務事業の一元化調整にあたりましては、この確認事項を踏まえました調整案をお示ししていくものとな

ります。 

まず、資料の訂正をお願いいたします。会議資料の１３０ページをお開きください。ここの事業実施

市町の防府市の列を削除してくださるようお願いいたします。次に１４６ページをお開きください。こ

ちらも同様に防府市の列を削除してくださるようお願いいたします。次に資料１の調整方針案の総括比

較表の１ページをお開きください。協定項目の４でございますが、新市の事務所の位置、これの１市４

町調整案のところでございますが、現在同左となっているところでございます。左の１市３町確認済み

調整案の上から４行目、ここの１市３町を１市４町に書き換えて、訂正したものを１市４町の調整案に

してくださるようお願いします。 

資料につきましては会議資料の５７ページの協議１２号協定項目５の「財産及び公の施設の取扱い」

から順に１５６ページの「各種事務事業（その他事業）の取扱い」まで製本しております。次に資料２

と資料５と資料６に事務事業一元化分析調書等の製本資料、また資料１と資料４に調整方針案の総括

比較表を用意しております。なお、本日はこの総括比較表を中心に説明させていただきます。 

それでは、協議第１２号協定項目第５号「財産及び公の施設の取扱い」からご説明を申し上げます。

では、資料１比較表、１ページをご覧ください。「財産及び公の施設の取扱い」につきましては、これ

までの枠組み同様に、合併後の新市の一体性の観点から、合併前の市町が所有していた財産等は新市に

引き継ぐこととし、また公の施設におきましても、施設を共有して使用できるメリットから、これも新

市に引き継ぐこととしております。 

また、１市４町には山口市宮野財産区がございます。この既存の財産区の取扱いについても両協議会

同様、「山口市宮野財産区の財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐものとする。」ものでございま

す。なお、調整方針としての実質的な変更はございませんが、枠組み変更により、調整案において、１

市４町に記述を書き換えたものでございます。 

次に、協定項目８の「地方税の取扱いについて」でございます。この取扱いにつきましては、全部で
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８件ございますが、前協議会の確認のうち変更を生じたものは２件でございます。 

まず、特別土地保有税でございます。免税点について、徳地町とそれ以外の市町との間に相違がござ

いますが、地方税法第５９５条の規定する都市計画区域を有する市町村であることから、山口市、小郡

町、秋穂町、阿知須町の例により調整するものでございます。 

また、鉱産税でございますが、山口市及び徳地町に制度があることから、山口市、徳地町の例により

調整することとしています。この２件以外の事務事業につきましては、１市３町で確認された調整案を

引き継ぐものでございます。 

次に協議第１４号の協定項目１２、「条例、規則等の取扱い」でございます。この取扱いについては、

調整の方針と整備の方針の二つの項目で調整しておりますが、このうち、変更した箇所は、調整の方針

において１市４町に記述変更したもので、実質的な変更はございません。 

続きまして協議第１５号、協定項目１３「行政組織及び機構の取扱い」でございます。新設合併によ

りまして、１市４町は廃止されることから、これと同時にあらゆる組織機構も消滅するため、新市の事

務処理に必要な機構や組織につきましては、新市が発足の際に条例で定め、新市において市長の職務執

行者が新たに設置しなければなりません。 

また、新市の組織機構につきましては、地方自治法の本旨に則り、住民福祉の向上と共に最小の経費

で最大の効果をあげることを基本原則とする整備が必要でございますが、合併時において住民サービス

に急激な変化を期たさないよう更に住民の意見や地域の実情を施策に反映することができるように、事

務の効率化と住民の利便性の均衡を図りながら、良質なサービスを提供できる組織機構が必要でござい

ます。 

この取扱いにつきましては、以上のことを踏まえ前協議会の協議で確認されたところでございます。

この度の調整案においても確認された基本方針には変更はございません。ただ、現行の各組織から管理

機能の一部を除き、住民サービスの窓口及び地域振興の拠点となる、総合支所を設置し、庁舎は現有庁

舎を有効活用することから、２の具体的な整備方針の①におきまして、阿知須町の次に徳地町を加える

ものでございます。 

次に協議第１６号、協定項目１６の「公共的団体等の取扱いについて」でございます。合併市町の一

体性の確立の面、また、合併特例法に規定する「市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速や

かな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。」とする趣旨から、整備の

方針はここに掲げるとおり、これまでの枠組み同様とするものですが、こちらも枠組み変更により、調

整案において、１市４町と記述の変更を行ったものでございます。 

引き続き協議１７号、協定項目１９「慣行の取扱いについて」でございます。「市町章、市町民憲章、

市町民歌」、それと「花、木、花木」そして「都市宣言」これらの取扱いの調整を行いました。調整案

は、これまでの枠組同様に「新市において調整する」というものでございます。 

協議第１８号、協定項目２２の（１）でございますが、「各種事務事業（総務関係）の取扱い」でご

ざいます。この取扱いは、全部で７件ございますが、変更を生じたものは、個人情報保護制度の１件で

ございます。個人情報の保護に関する法律の規定を盛り込んだ、個人情報保護条例を秋穂町とともに徳

地町も制定していることから、「秋穂町、徳地町の例により調整する。」ということでございます。 

次に協議第１９号、協定項目２２の（２）「各種事務事業（電算システム事業）の取扱い」でござい

ます。この取扱いにつきましては、基幹系システム及び行政内部システムについては、市民サービスの

低下を招かないことを目標に、優先順位の高いものから統合し、また、個別のシステム及びパソコンシ

ステムについては、各事務事業担当課において調整するもので、調整方針に変更はございません。 

協議第２０号、協定項目２２の（４）「各種事務事業（消防防災事業）の取扱い」でございます。こ

の取扱いは、「危険物関係の許可・承認手数料」の他、４件の調整を行いましたが、１市３町で確認さ

れた調整案をそのまま引き継ぎ、変更はございません。 

次に協議第２１号、協定項目２２の（１３）「各種事務事業（都市計画事業）の取扱い」でございま

す。この取り扱いにつきましては、「都市計画区域、区域区分、用途地域の状況」の他、４件の調整を
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行いましたが、１市３町で確認された調整案をそのまま引き継ぎ、変更はございません。 

次に協議第２２号、協定項目２２の（１４）「各種事務事業（建設事業）の取扱い」でございます。

この取扱いは、「市町道認定基準」の他、５件の調整を行いましたが、このうち「道路改良事業」にお

いて過疎法等の適用によりその改良基準に相違があることから、１市３町に確認された「山口市の例に

より調整する。」とする調整案に、ただし書きとして、「他の法令等に基づくものは、その定めによる。」

を付け加えるものでございます。それ以外の事業につきましては、１市３町に確認された調整案をその

まま引き継ぎ、変更はございません。 

引き続き、協議第２３号、協定項目２２の（１５）「各種事務事業（下水道事業）の取扱い」でござ

います。この取扱いは、「下水道使用料」の他、４件の調整を行いましたが、１市３町で確認された調

整案をそのまま引き継ぎ、変更はございません。 

次に協議第２４号、協定項目２２の（１６）「各種事務事業（水道事業）の取扱い」でございます。

この取扱いにつきましては、「水道料の算定方法」の他、３件の調整を行っておりますが、こちらも１

市３町で確認された調整案をそのまま引き継ぎ、変更はございません。 

次に協議第２５号、協定項目２２の（１７）「各種事務事業（学校教育事業）の取扱い」でございま

す。この取扱いにつきましては、「奨学金貸付事業」の他、２件の調整を行いましたが、こちらも１市

３町で確認された調整案をそのまま引き継ぎ、変更はございません。 

協議第２６号、協定項目２２の（１８）「各種事務事業（社会教育事業）の取扱いについて」でござ

います。この取扱いは、「成人の日記念行事関連事業」他、２件の調整を行いましたが、１市３町で確

認された調整案を、こちらもそのまま引き継ぎ、変更はございません。説明は以上でございます。 

【合志議長】 

 それではただ今、事務局からの説明がありました、協議第１２号から第２６号までの協議事項で、ご

意見ご質問等あれば、お願いいたします。なお、ご質問される場合は、協議第何号の何々について、あ

るいは資料の何ページ等をお示しいただきますればありがたく思います。よろしいでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第１２号から協議第２６号までの１５項目につきましては、原

案のとおり確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 ありがとうございます。それでは原案のとおり確認いたします。 

次に、協議第２７号「新市建設計画」に入りますが、先ほど、協議第６号で確認いただきましたよう

に、新しい１市４町の枠組みにおきましても、これまでの協議を尊重し、確認された調整項目について

は、引き継ぐことを基本とすることとなりましたので、これまでの協議を尊重し、確認された調整項目

については引き継ぐことを基本とすることとなりました。そういう次第で、「新市建設計画」も同様の

取扱いとさせていただきたいと思います。 

それでは、協議に入ります前に、前回１市３町の最後の協議会の時にお約束しておりました、「新市

まちづくり施策検討小委員会」の協議報告につきまして、１市３町の委員の皆様には文書でご報告はい

たしておりますが、この場をお借りいたしまして、小委員会の委員長を務められました、澤田委員さん

から、直接、皆様にご報告をしていただきます。澤田委員さんよろしくお願いいたします。 

【澤田正之委員】 

 座ったままで勘弁してくださいませ。それでは報告させていただきます。山口県央部１市３町合併協
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議会におきまして、新市まちづくり施策検討小委員会の委員長を拝辞しております、小郡町の澤田でご

ざいます。小委員会の委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、盆を挟んでの委員会でございま

したが、格別のご尽力を賜りましたことに対しまして、まずもって厚くお礼申し上げます。 

前小委員会に付託されました新市建設計画の協議状況について、ご報告する機会がございませんでし

たので、前協議会の委員の皆様には、先日、文書でご報告させていただいたところでございますが、改

めて、この場をお借りいたしまして、ご報告させていただきたいと存じます。 

小委員会では、８月３日、１０日、１７日の３回の会議を通して、委員の皆様の新たなまちづくりに

向けた熱い思いを存分にお伺いいたしました。その活発な協議の結果、「新県都のまちづくり計画（案）」

も回を重ねる度に内容が充実され、１７日の第３回の会議において、未調整の県事業等を除きまして、

小委員会としてあらかたの確認をいただいた次第でございます。 

詳細につきましては、お送りいたしました資料のとおりでございますが、なお本計画案の中で事業主

体が未調整になっている件ですが、７４ページなんですが、新山口駅北地区におきます県内外の交流を

促進する拠点施設の整備であります。これにつきましては、新しい県都の重要な機能として、本県の高

速交通の要衝であり、玄関口である新山口駅の北地区での整備が、ぜひ必要であるとの認識で、計画に

位置づけ、鋭意検討しているところであります。広島、北九州、福岡という大都市に挟まれ、都市間競

争の中で衰退しかねないと言われている山口県にとって、この施設の果たすべき役割と機能は県都とし

ての拠点性を高め、その効果を広く県民全体に及ぼし、県全体の活性化に繋がるものでなければならな

いと考えています。そうした意味でこの整備については、県が主体となっていただくよう、お願いすべ

きではないかという多くの意見があり、現在調整中ということを付け加えておきます。 

いよいよ、これから１市４町における新市建設計画の策定に当たりましても、１市３町でのこれまで

の成果を十分に尊重していただき、新たに今日から徳地町も参加された新しい枠組みの中で、更に魅力

的な新県都づくり、あるいは県勢の発展をけん引する中核都市を核とした将来に大いなる夢と希望を乗

せ、次世代の子どもたちが進んで引き継いでもらえる、世代から世代へ受け継がれていくようなまちづ

くりに着手していくことを、切にお願いして、ご報告とさせていただきます。以上です。 

【合志議長】 

 ありがとうございました。それでは、協議第２７号「新市建設計画」の協議に入ります。事務局から

説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 それでは、協議第２７号の「新市建設計画」につきまして、ご説明申し上げます。会議資料の８７ペ

ージをお開きください。新市建設計画の検討につきましては、小委員会に付託することとして提案する

ものでございます。小委員会の名称につきましては、１市３町のときの名称を引き継ぎ、「新市まちづ

くり施策検討小委員会」とさせていただき、メンバー構成につきましては、次のページの参考資料の３、

組織でお示ししておりますが、１号委員から５名、３号委員から５名、４号委員からは各市町から１名

の計１５名ということでご提案するものでございます。 

また、小委員会付託が確認されれば、４号委員の学識経験者の選任につきましては、関係首長と会長

で協議し、決定させていただきたいと考えております。以上でございます。 

【合志議長】 

 それでは、協議第２７号「新市建設計画」につきまして、ご意見ご質問はございませんでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第２７号「新市建設計画」においては、新市建設計画の検討に

ついて小委員会に付託することを確認させていただいたということでよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、そういうこととさせていただきます。 

続きまして、協議第２８号「議会議員の定数及び任期の取扱い」に入ります。この協議項目について

は、２市４町での調整方法を引き継ぎ、「議長さんが各市町の議会の意見を集約して、議長試案を作成

し、それを協議会に提出し、たたき台として協議する。」という協議方法が、１市３町の協議会におい

ても確認されたところであります。 

つきましては、１市４町におきましても、同様の協議方法でまいりたいと思います。１市３町の議長

におかれましては、既に各議会の意見を集約して試案作成の作業に入っておられましたので、それに徳

地町の議長さんも加わられまして、本日、試案を提出する運びとなったところでございます。 

それでは、１市４町の議長を代表いたしまして、山口市の武田議長さんから、試案についてご説明を

お願いいたします。 

【武田寿生委員】 

 山口市議会の武田でございます。１市４町のそれぞれの議会の意見・意向を集約をいたしまして、作

成をいたしました試案を、私が各議長・議会を代表いたしまして、説明をさせていただきます。すみま

せん、座って説明させていただきます。 

この、「議会議員の定数及び任期の取扱い」の協議項目につきましては、先ほど合志会長が申されま

したように、７月２９日に開催をされました、第１回の１市３町合併協議会の時に、私ども議長が「そ

れぞれの議会の意見を集約した議長試案を出し、それをたたき台に協議する。」ということが確認され

たところでございます。その後、徳地町さんが入られまして１市４町となりましたが、協議方法は引き

継ぐということで、本日の試案提出に至ったわけでございます。 

それでは、試案について、ご説明をさせていただきます。お手元の資料３の１ページをご覧いただき

たいと思います。まずは試案を読み上げまして、その後で内容についてご説明を申し上げます。 

新市の議員の定数及び任期の取扱いについては、次のように調整する。 

（１）市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号、いわゆる在任特例の規定を適用する。 

（２）この規定により、合併後７か月間、引き続き新市の議員として在任する。 

（３）在任特例適用後の定数については、３４人とする。 

（４）選挙区設定については、合併時に調整する。 

という以上の試案を提案いたします。それぞれの項目につきまして、ご説明申し上げます。 

まず、（１）『特例の適用について』でございますが、試案では『在任特例』を適用するといたしてお

ります。理由といたしまして、１ページに載せておりますが、合併の効果をより一層確実に発揮するた

めには、新市建設計画が重要な役割を持つこととなります。この新市建設計画は、この合併協議会で定

められますが、その実施は合併後の新市の決定に従ってなされることとなります。したがいまして、新

市建設計画をより適切に実行できるようにするためには、合併前に在任をしていた議員が、合併後も引

き続き議員として在任をし、その意見を新市建設計画の実施に反映させることが必要であると考えられ

ることから、試案では『在任特例』適用としたところでございます。 

また、『原則』、『定数特例』を選択した場合、市長、首長と同日選挙になり、経費の節減という手法

も論議されるところではございますが、住民自治の基幹的組織である議会の議員を選ぶ選挙を、掛かる

経費のみで議論されるものではないと考えております。また同日選挙の場合は政治空白ができ、新市の

スムーズな運営に支障をきたす恐れがあるというのも、理由の一つでございます。 

次に（２）『在任の期間について』でございますが、２ページをご覧ください。試案では『合併後７

か月間』といたしております。この理由といたしまして、先ほど申しましたように、新市建設計画の新

市における誠意ある実行を見極め、また確保するためには、新市の新年度予算を審議することが必要で

ございます。そのためには合併期日が「平成１７年１０月」の場合は、新市の新年度の予算は平成１８
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年の３月議会で審議されます。そこで新市の新年度予算を審議し、４月末に終了する任期の前に選挙を

行う。というスケジュールでいけば、在任期間は、平成１７年１０月から４月までの７か月間となりま

す。また、合併期日が「平成１８年１月」の場合は、３月議会で暫定予算を審議し、６月議会で通年予

算を審議し、７月末に終了する任期の前に選挙を行う。というスケジュールでいけば、在任期間は、こ

ちらのほうも平成１８年１月から７月までの7か月間となります。したがいまして、最低７か月間あれ

ば、新市の新年度予算を審議し、これからこの法定協議会で協議される新市建設計画について、予算に

反映されているかどうかを見極めることができるということでございます。 

また、私ども議員は、合併前の選挙により４年間の任期ということで住民の皆様から負託を受けてお

ります。２ページの下のほうに載せておりますが、もし、合併の期日が「平成１８年１月」だった場合

でも、１市４町の議員全員の任期が一番長くなる阿知須町でも、３年１０か月と、４年の任期以内の在

任、ということから、この「7か月間」という在任期間は適切ではないかと考えております。 

次に（３）『在任特例適用後の定数』でございますが、３ページをご覧をいただきたいと思います。

試案では『在任特例適用後の定数については３４人とする。』といたしております。理由といたしまし

ては、新市の広大な行政面積、また、激減する議員数を考えますと、会議資料の９２ページに、法の定

数を載せておりますが、在任期間終了後の最初の議会の議員の定数は、法で定められた上限数３４人と

したいと考えております。 

次に（４）『選挙区の設定について』でございますが、試案では『選挙区設定については合併時に調

整する。』といたしております。実は、この選挙区の設定に関しましては、資料にも書いてありますが、

選挙区を設定しない場合は、「人口の少ない周辺地域選出の議員の数が減り、周辺地域の住民の声が行

政に届きにくいなどの恐れがある。」など、もし、選挙区を設定した場合は、「新市の一体感が阻害され

る懸念がある。」など、様々な意見がございました。そこで、この件に関しましては、もう少し時間を

いただきまして、「合併時までに調整をする。」ということにいたしたところでございます。 

試案の説明につきましては以上でございますが、最後に、『議員報酬について』も触れておきたいと

思っております。この協議項目において、議員の報酬について、提案することではございませんが、議

員の定数・任期等を協議するにあたり、非常に密接に関連する事項でありますので、議長の間でもいろ

いろと議論をいたしました。そして今回、試案を作成するにあたり、議員の報酬に関するその方向性と

いたしまして、「在任期間中の報酬は、現行を基本とするのが適当。」ではないかということとなりまし

た。しかし、議員の報酬については、各議会において、様々な意見が出ております。例といたしまして、

「同一の市において、同じ職責を持つ議員は、基本的にはその報酬の額も同一であるべき。また対等合

併なのだから、統一すべき。」とか、「あくまでも、在任期間中は特例期間であり、合理化効果や住民感

情等を考慮すると、現行どおりとするのが適当である。」とか、「４町だけでも統一すべき。」等の意見

がございました。この議員報酬に関しましては、「特別職の職員の身分の取扱い」の協議事項で、審議

をされ、合併時までには調整されることと思いますので、今後、各議会の意見を踏まえて、検討されま

すよう、最後に申し添えておきます。私からは以上でございます。 

【合志議長】 

 ありがとうございました。それでは、協議第２８号「議会議員の定数及び任期の取扱い」につきまし

て、ただ今、ご説明がありました試案の内容で、ご意見ご質問等があれば、お願いいたします。 

【重田勝利委員】 

 任期につきましては、それぞれ議長さんが何回も時間を重ねてご苦労いただいた結論を調整案として

示されておりますから、個人的にはいろいろ意見もございますが、７か月ということについて特別異論

は申し上げません。 

で、これも報酬の問題ですが、２市４町の県央協議会の中でも、意見として申し上げさせていただい

たんですが、今、武田議長さんのほうから議長の意見交換の中で意見もあったというふうにご報告いた

だいたんですが、この報酬の扱いについてですね、県内の下関エリア、あるいは萩エリアいろいろある

んですが、報酬は現行どおりというふうに決められておるようです。在任特例は長さがいろいろ違うよ
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うですが、基本的に報酬というのは先ほど触れられましたが、同一市の議会の中でですね、１９万円い

くらであったり、２０万円があったり、２３万円があったり、２２万円があったり、あるいは山口市の

４３万５千円があったり、点でバラバラの報酬でですね、新市がスタートするということがですね、果

たしていいことかどうなのかというふうな意見を持っています。それ併せて本来、地方自治法に基づい

て議員さんが頑張っていただいてるんですが、議会の仕事をする対価としてですね、この報酬が決めら

れているという自治法上の問題もございますし、どういう決め方をなさるかわからないのですが、少な

くともその住民の目があるとかですね、なかなか許していただけないとかいうふうな、ある意味では本

来の筋を離れたところでですね、この議員さんの報酬というのがですね、申し上げましたが現行のまま

差別化されたままいくというふうなことが、各地で決められているようですが、このことは非常に問題

があるなというふうに思っているんです。 

これは意見として申し上げますが、この報酬について、議会で頑張っている皆さん方あるいは住民の

皆さん方のですね、非常に関心をお持ちになっている事項だと思いますから、合併がスタートするまで

には、何らかのものをお示ししなくてはならないということになろうかと思うのですが、今まあ特別職

の報酬審議会に預けるというふうなご報告のようでしたが、そういう意味では関係する１市４町の報酬

審議会の特別的な審議会を設けられてですね、合併までに決められるということになるのかどうか、ち

ょっと私の意見も入りましたが、そこのところをお伺いしておきたいというふうに思います。以上です。 

【重見事務局長】 

 事務局のほうから説明させていただきます。議会の、先ほど武田議長さんがおっしゃいましたように、

これは「特別職の職員の身分の取扱い」の項目の中で、いわゆる「合併時に調整する。」ということで

ございまして、報酬審議会に提案するということは、まだ決まってはおりません。で、県内の状況も重

田委員さんもよくご存知でございますが、方法としては基本的には、いわゆる合併前に首長間で暫定的

に決め、それから合併後にその報酬審議会を開くというふうなケースと、合併以前にいわゆる合同の報

酬審議会を開くというというふうなこと、いろいろな方法がございまして、それは現時点では、まだ決

まっていないということでございます。これにつきましても、協定項目が確認されまして以降に、その

あたりの協議をされるというふうになろうかと思います。以上でございます。 

【合志議長】 

 他に。 

【渡邉公智委員】 

 ただ今武田議長さんのほうから試案ということで、議会の議長案の調整をされたものを試案として出

されたわけでございます。私は、大変ご心労も多かったと思いますが、各１市４町においても意見も若

干違ったのではないかという考え方を持っております。その辺りにつきましても、ちょっと報告をいた

だきたい。 

それから今重田さんからも言われたように、報酬については住民等についても極めて関心度が高いと、

こういうようなことから合併時に上げるということになると住民感情も極めて悪いと、こういうような

ことになろうかと思います。 

それから私は、今日試案として出したいわけでございますが、私としては原則で３４人で、選挙区を

設けて、即選挙をやられたことが一番きれいではないかなと、こういうふうにも考えておるところでご

ざいます。したがいまして、議員の先生方も住民の公僕でもあります。特別職と同じように公僕である

という観点から、市長、町長さん、首長さん、それからその他特別職も全部合併と同時に失職になると、

こういうようなことから５０日以内の原則での選挙をやられることがベストではないかなと、こういう

ふうに思っております。 

県都の山口市として県下をリードするという点からも考えて、原則を私はお願いをしたいと、こうい

うふうに思っておるところでございます。以上でございます。 

【武田寿生委員】 

 ただ今の渡邉委員さんのほうからご質問がございました。各議会からの意見が違ったのではないかと
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いうご質問でございました。議長が集まって協議をする中で確かにそのようなことはございました。

元々各議会違う意見であろう、それを持ち寄って協議し、最後には本日ご提出をいたしました、ご提案

をいたしました試案にまとめようということで、数度の協議を重ね、各議会でも調整をしていただきな

がら今日に至ったという経緯がございます。おっしゃいますように確かに、各議会ではいろいろご意見

があったということは承知をいたしております。 

【合志議長】 

 他に、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

【牧徹委員】 

 今ご説明をいただきまして、私の考えを述べさせていただきます。 

秋穂町では新市誕生後周辺地域になるわけで、地域住民の声が行政に届きにくくなるのではないかと

いう懸念の声が非常にたくさん聞こえてまいります。そういう意味では新市誕生後、議員さんがどこか

の地域に偏るようなことは避けたいというふうに思っております。ただ、やはり財政に与える影響とい

うのも考慮すべきでありますので、そういうことを考えますと在任特例の１００人というのはいかにも

多すぎる、というふうに考えております。 

そういう意味では、選挙区を設置していただいて、各地域に議員さんが誕生するようなかたちにして

いただきたいと、それとできれば定数特例ですね、定数特例といえば法定ベースの２倍までの設定はで

きますけれども、若干名増やした程度の定数特例を適用して各地域に確実に議員さんが誕生して、行政

に地域住民の声を反映できるようなかたちにするのがいいのではないか、定数特例が駄目なら原則プラ

ス選挙区の設置というのがいいのではないかと考えております。これでいきますと、スタート時から議

員報酬も統一できますし、各地域の声も行政に届くというかたちにできると考えております。以上です。 

【合志議長】 

 他に。 

【石田光一郎委員】 

 小郡町内でもいろいろな意見がありまして、あくまでもこれは私個人としての意見で申し上げさせて

いただきたいのですが、在任特例についてでございますが、一応７か月という提案をなされております。

しかしながら新市の市長の選挙が５０日以内ということから言いますと、最小で言いますとほぼ５か月

の期間ということになります。何が５か月かというと新市の建設計画の実施に関して住民の意見を反映

させるというコントロールをできる期間がですね。 

先ほどのご説明では、１０月合併の場合で３月、４月の議会と１月の合併の場合で４月と６月という

ふうにご説明を受けたのではありますが、その議会におけるその年の予算案の承認だけで果たして新市

の建設計画の実施にあたってのことがコントロール、完全に保全できるのかということが、非常に疑問

として感じます。 

私はやはり最大２年ではないのですが、少しスケジュールをロジカルに追っかけてみて、議会運営に

照らし合わせて１年半くらいの在任期間はあってもいいんではないかというふうに考えてます。やはり

この合併は新設合併ではなくて対等合併でございますので、各地域の合意に基づいた合併を、また新市

の建設計画を組んで行っているわけですから、その担保がなされなければ意味がないわけですね。した

がってその担保をさせる義務がやはり議員の方に負っていただくことになると思いますので、在任特例

として、もう少し長い期間、最低でも単年度予算ではない期間での特例を考えていただきたいと思いま

す。 

たぶん皆さん周南市の例をとって、非常にそういう住民の税負担に関することに関してナーバスにな

って考えていらっしゃるのではないかというふうに想像するんですが、私が思いますには、周南市の場

合はやはり説明責任が果たされていないことによるトラブルだったというふうに考えます。きちんと説

明責任を果たして、なぜその必要があるのかということを、きちんと訴求されるべき責任もあると思い

ます。 

また、単に税負担という意味において考えるのであれば、その期間を長くして税負担が増える分だけ
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逆に在任特例適用後の定数について３４人という最大ではなくて、３１人にしてしまうとか３０人にし

てしまうとか、そういうところで財政的な辻褄を合わせられるのではないかというふうに考えます。以

上です。 

【合志議長】 

 他に。 

【林國雄委員】 

 先ほど、牧委員さんのほうからご説明ございましたが、まったく阿知須も秋穂町と一緒で同じ人口ぐ

らいの程度で、在任特例というよりも定数特例でやっていただいたほうが、選挙区を設定していただい

て、最初の阿知須の住民を要するにそれからの４年間というものが、例えば原則にしても、総選挙にな

りますと、総選挙の中で、阿知須が１．６３人くらいですか、議員の人数が、そういうことを考えます

とですね、最初はどうしても選挙区設定で定数特例でやっていただいたほうがいいんではないかと、そ

ういうふうに望んでおります。以上です。 

【合志議長】 

 他に。それでは暫時休憩いたします。１０分間休憩いたします。 

 

［午後５時３０分～午後５時４５分 休憩］ 

 

【合志議長】 

 それでは、会議を再開いたします。まず、本日の協議会、山口市の岡部委員さんは欠席の届けがあり

ましたので、このことをまず報告いたしておきます。 

それでは、協議を続行いたしたいと思いますが、先ほど「議会議員の定数及び任期の取扱い」につき

ましては、それぞれご意見が出されているところでございます。特に学識経験者ということで、民間有

識者という立場から委員になっておられます４号委員さんのご意見をお伺いできればという思いもご

ざいます。まだ、ご発言のない４号委員さんそれぞれご意見があればと思います。 

【山本繁正委員】 

 議会の定数並びに任期、選挙区の問題につきまして、提案をしたいと思います。一つは在任特例とし

て７か月というようなことを言わんと、もう首長と一緒に５０日以内に選挙をするということがやはり

いいことではないかと思います。 

それからもう一点は、初めの１期４年に関しては、やっぱり１４万都市と８千いくらというようなと

ころとか、いきなり一緒に選挙をやるというのは、私はやっぱり問題があるだろうと、したがって、当

初の１期に関しては選挙区を設定して４年間はそれでいく。しかし２期目からは今度は全市、１選挙区

でやられたらどうだろうか。でないといろいろ選挙の結果、バラツキが出て現在の町村の中ではあるい

は、一人も議員さんが出ないというようなことが生じる可能性もなきにしもあらずという気がいたしま

す、しかし２期目になったらもう、お互いに山口市民として４年間経験を積むわけでありますので、そ

れから先は全市１選挙区ということが適切ではあるまいかという気がいたします。以上です。 

【中野勉委員】 

 私は先ほど山口市の武田議長さんがおしゃっいました試案でよろしいのではないかと考えます。 

理由といたしましては、新市建設計画の実施を担保しなければいけないということになりますと、計

画に書いたものが全部実現するまで在任しないと担保できないことになると思いますので、１年２年、

早い遅いといってもあまり計画の実現ということに、大きな違いはないのではないかと思います。 

報酬につきましては、合併をしたからといって増額ということは、やはり皆さんの抵抗が大きいので

はないかと思いますので、先ほどのご提案のとおりでよろしいのではないかと思います。以上でござい

ます。 

【山口冨美子委員】 

 私も、先ほど武田議員さんからご説明がありましたようにがいいんじゃないかと思っております。な
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ぜかと申しますと、各１市４町の議長様たちが十分ご検討なさっての結果の、先ほどのご説明でござい

ましたので、私はそれで、およろしいんではないかと思っております。以上でございます。 

【國安克行委員】 

 今、皆さんおっしゃいましたように、武田議長のまとめられた試案で、私はいいと思います。 

理由はいろいろあります。他の委員さんおっしゃるように、市長と議員、同じ時期に選挙をしたらど

うかというようなご意見もあります。確かにそれも一つの方法としていいかと思いますけれども、合併

の時期が１０月になるのか、それから翌年の１月になるのか、というのがまだ確定はしておりませんけ

れども、いろいろここに在任期間のスケジュールというのがありますが、あれを見ますと一番、今試案

として示されておられる期間、あるいは議員の定数ですか、適切な試案じゃないかというふうに思いま

す。以上でございます。 

【塩見侃三委員】 

 私も今この調整案で全部ではありませんが、賛成をいたします。というのが一つは立法府というのは

民間の代表といいましょうか、いわゆる立法を決めるところでございますので、やはりその方たちがた

くさん出て決めたことが後、担保が何もできないと、しかし、それはいずれ長くても２年間ですので、

今のこの７か月間であれば翌年の予算までは、少なくともいろいろ言えるということでございまして、

この７か月間くらいがいいのではないかなと。というのがすぐ選挙に入りますと、その議員さんたちが

みな住民の代表としてお集まりでございますので、その住民の方々に対して、この法定協の内容をご説

明をしなければならない義務があると思いますので、その時に、いやそれからすぐ選挙だということに

なりますと、やはりその後の担保という面に関して十分なご説明がしにくいことになるんじゃないかな

というふうに思いますので、私はこの７か月間、特にその立法府の方が、今の意見が出ましたけれども、

皆さんが英知を集めて、これに決めたんだということであれば、私はこの７か月間くらいがいいのでは

ないかと思います。 

それから選挙区設定については合併時に調整するということになっていますが、これは合併時までに

調整するというかたちで替えていただけたほうが、ありがたいなというのが、合併時までに決めてその

素案といいましょうか、そういった絵を皆さん方に見せることができるということでございます。 

それからもう一つは議員報酬の件でございますが、これはこの法定協で決めるべき問題ではないかも

知れません。知れませんが住民にとって非常に大きな関心事でございますので、やはりこれもある程度

のあらすじというものを決めた上で、この法定協の中でこういうかたちで決まるであろうというような

かたちの道筋等は、この中であったほうがいいんではないかなと、また継続するんだとかいうことであ

れば、なかなか住民の皆様方に説明が難しいのではないかなというふうに思っております。以上でござ

います。 

【重田強子委員】 

 私も今、武田議長さんが示された試案に賛成いたします。今の新市のまちづくりの計画が実現される

という、その見届けをしなければいけないのですけれども、実はいろいろなところでやはり、例えば地

域審議会とか自治会のいろいろな組織が今から少し変わってくるかと思いますが、そういうところでは

常に地域の行政から、いただけるというか施策をいつもチェックする人はどんどん増えてくると思いま

す。そういうことを勘案しますと、この試案でいいんじゃないかと思います。 

それから議員の報酬について先ほどからおっしゃいますけれども、住民感情がとても、私自身が町の

中で、随分組織の中にたくさん関わっておりますので、その住民感情、住民の意見というものをいつも

聞かされております。私が住民の一応女性の代表ということで出ています限り、やはり報酬については、

本当に最高限度が許されるならば、少しでも皆さんにご了解いただける線にいけばと思います。以上で

す。 

【松本悟朗委員】 

 第１の在任特例につきましては、私も原則論が望ましいというふうに思っているんですけれども、合

併に関わるまちづくり計画の実施のためには、それを見守るという考えから、以前ありました２市４町
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の小委員会においても、１年以内が好ましいのではないかと発言しております。それは変わりませんの

で、7か月ということについては、やむを得ないのではないかという考えでございます。これはまた国

においてもそういう制度を認めておるわけでございますので、ある程度それも考慮してのことでござい

ます。 

それから選挙区設定でございますけれども、私は秋穂でございますが、町は小郡の２２人から秋穂等

は１６人ということでございまして、これは一気に選挙をやるとなかなか町議さんみな出られるという

こととなると、総崩れになるのではないかと思いますので、やはり選挙区設定は第１期目と申しますか、

そういうものについてはやはり設けていただきたいというのが私の願いでございます。 

それから報酬につきましては、確かに武田議長さんからもお話がございましたように、やはり差があ

るのはおかしい、それから同一業種でまた差があるのはおかしいというようなことで、２市４町の会議

の中で、ここで言うと１００人の総額で、それを按分するというような案がちょっと出ておったと思い

ますが、そういう案がどういうようになったのかというのが、もし何だったら、後お聞かせを願いたい

というふうに思います。以上です。 

【福江香代子委員】 

 私は、定数特例というんですか、そちらのほうがいいと思っております。やはり５０日以内に選挙を

いたしまして、議員の定数は３４人がいいと思います。そして、選挙区を設定していただきまして、や

はり秋穂町とかいう小さいところはいろいろ地域住民の声が行政に届きにくいところですので、それを

届くようにしていただきたいと思っております。以上です。 

【髙野義一委員】 

 先ほど、議会議員の定数及び任期のことでお話があって、意見を言えということでありますが、私も

先ほど林委員さんが言われましたけれども、いろいろこの間から話を考える中で、今先ほど、議会議長

さんの委員長をされた武田さんのほうからお話があったように、調整案でされたほうがいいんじゃなか

ろうかと思っております。 

その時に問題は何が起こるかといいますと、先ほどからも話がありましたけれども、新市の建設計画

等の云々という話があったわけであります。そうしますとそれは、例の後から議案として出てきますけ

れども、まちづくり審議会というのがあるわけですから、それらの中で十分に地域から反映して、その

問題が解決できるのではなかるまいかと、こう思っていろいろ理由はありますけれども、今申し上げま

した理由で一応調整案でよろしいんではなかろうかと思っております。以上であります。 

【村田康子委員】 

 私はですね、最初に原則と定数の特例の資料を見せていただきました時に、私の考えとしたら、合併

時はどうしても選挙がいいだろうとは思っていたのです。でも、原則となりましたら３４人、阿知須町

は１．６人、１人か２人なんですよね。そうなった場合に、やはり特例がいいのではないかと思ってい

たんです。そしたら今日の試案を見せていただいて、思ったんですけれども苦渋の選択じゃないかなと

思って、もうぎりぎりの線だと思うんですけれども、迷いましたけれども、私は最初の考えどおり定数

特例を願います。 

【江本芳子委員】 

 このお示しいただいてる試案もなるほど大変、苦渋の選択で、本当に評価をいたしますけれども、や

はり私も定数特例でもって、やはり地域のほうで定数を決めていただくというほうがいいのではないか

と思います。といいますのも、やはり議員さんの報酬の件でいろいろとまた大変なことが起こるんじゃ

ないかと思います。やはり今まで合併なさっているところ、合併をされているところでは、現行のまま

ということは大変多いんですけれども、やはり新市に移行いたしましたら、やっぱし同じことをするん

ですし、統一した報酬でもって運営したほうがいいんじゃないか、そういうようなことを考えまして、

定数特例で地域に、議員の定数を決めていただきたいなと思っております。以上でございます。 

【千々松正直委員】 

 私は基本的にはこの、武田議員さんの試案について賛成したいと思います。また、在任特例後の定数
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について、３４人ということで、また選挙区設定については、やはり先ほど言われた塩見委員さんの、

合併前までにできたら調整してもらいたいと思います。 

報酬と任期については、やはり関連があると思うんでございますけれども、やはり住民の皆さんには

経費といいますか、そういう点について、かなり考えておられると思いますけど、新市の立ち上げとい

うことで、周辺地域の意見を新市に反映するということをやはり、私は重点的に考えてこの試案に賛成

したいと思います。以上でございます。 

【藤井喜與子委員】 

 私はこの試案について、これでいいと思います。そして特に考えてもらいたいなと思ったのは、選挙

区の設定について先ほどからいろいろ意見がでましたが、合併時までにやっぱり決めていただくのがい

いと思います。そういうことでございます。 

【下田與志雄委員】 

 試案に賛成で、在任特例を適用していただくことを希望しております。選挙区の設定はぜひ必要と考

えています。報酬については、慎重に審議されて決められることを希望致しております。 

【藤田義正委員】 

 示されましたこの試案につきましては、大方については賛同できるところはございます。当初私も在

任につきましては、１年以内という厳しいことを言っておりました。 

また、行財政というかたちの中での報酬、このへんについてちょっと気になることがございます。当

然、報酬審議会ということがございますが、民意というかたちから述べさせていただきますと、申しま

すのは、現行の報酬範囲内で大方の調整ができないかな、そういうことができないかなということを思

っております。 

そして、先ほど藤井委員さんからも話がございましたけれども、特に原則の場合は、皆さんよくご存

知でございますけど、隣の周南市さん、しっかりとやられましたけど、当初の内容からしても、明らか

に火を見るより明らかに定員は決まっていたのではないかという感じを受けております。と申しますの

も、鹿野町ですかね、あの時トップ当選が３３３票という方が通っておりました、前回ですね。そして、

新南陽市の場合はその４倍のちょっと細かい数字はわかりませんけれども、千３百いくらという数字で

当選されておるわけですよ。これは、もう明らかに原則でいきますと同じように姿、これはわかりませ

んよ、姿が見えてくるような気がいたします。 

当面最初の選挙につきましては、当然今ここにいらっしゃいます議員さん、7か月仕事の後をしっか

り見てもらって、後の市の議員につきましては仕掛ける力のある人に、どんどん出てもらって戦ってい

く、これが結構と思います。 

しかしながら今先ほど申しましたように、地域の急激な激変を避けるためには、当然定数的なものを

加味せんにゃあいけんなと思っております。先ほど示されました選挙区につきましても、合併時までに

何らかの調整案を出されていただけたらいいんじゃないかなと思っております。 

いずれにいたしましても大方については、私はこの試案に賛同をいたします。報酬につきましては先

ほど述べたとおりでございます。また、激変緩和ということにつきましては、仕掛ける力ということも

申しましたけれども、最小限にそういう定員設定、選挙区設定ということを希望いたします。以上でご

ざいます。 

【合志議長】 

 ４号委員さんにそれぞれご発言いただいたところであります。 

【河村秀夫委員】 

 ただ今の４号委員さんのですね、貴重なご意見についてはですね、真摯に受け止めさせていただきた

いと思います。私どもは数回にわたりまして、武田議長さんを中心に協議を詰めさせていただきまして

今日の試案と、こういうことになったわけでございます。今日は、４号委員の皆さん方からいただきま

した意見、このほとんどすべてが議長会の中の意見としてあがってまいりました。そして、ようやく今

日のこの試案と、こういうふうになったわけでございます。 
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私どもの小郡町議会はですね、原則というのが協議会としての統一意見でございましたが、しかしな

がらこの１市４町の意見を集約するためには議長に、議会としては一任をすると、こういうふうにいた

だきまして議長会に参加をさしていただいているところでございます。そういうわけでございますので、

どうかこの協議の内容につきましてはですね、再度また持ち帰りをさせていただきたいとは思っており

ますが、その辺りも含めて、どうぞご理解をいただきたいなと、そういうふうに思います。 

【合志議長】 

 合併時までにということにつきましての、合併時において調整するということにつきまして、事務局

から説明させます。 

【重見事務局長】 

 「合併時に調整する。」ということにつきましては、合併時期には調整がされているというふうなか

たちの意味で、「合併前に調整する。」と同意語ではございます。でございますけれども、特にこの言葉

のことでございますので、例えば選挙区設定については合併までに調整するという言葉に置き直すこと

も可能ではないかというふうに考えております。いずれにいたしましても、これは調整したいというふ

うに思います。 

【合志議長】 

 他にご意見ご質問ありますでしょうか。それでは、さまざまな意見が出ておるところでございます。

議長試案に賛成する意見、原則選挙の意見、定数特例によってやるべきという意見とさまざまな意見が

出てきておりますので、この協議事項につきましては、もう少し議論を重ねていく必要があると思いま

す。したがいまして、協議第２８号「議会議員の定数及び任期の取扱い」につきましては次回への継続

協議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは継続協議とさせていただきます。できますればそれぞれの市町、議長さんを中心にされまし

て、このことにつきまして意見の集約ができればと会長としては願うところでございます。 

続きまして、協議第２９号「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」につきまして、事務局から説

明をお願いいたします。 

【松永総務課長】 

 それでは説明のほうをさせていただきます。会議資料の９６ページをお開きいただきたいと存じます。

先ほどの「合併協定項目の調整方針」におきまして、「確認済みの調整項目につきましては引き継ぐこ

とを基本とする。」となっておりますことから、この「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」につ

きましても、１市３町の第２回協議会において確認をされました調整案を、そのまま「１市３町」とい

う文言を１市４町に替え、引き継いで提出するものでございます。なお、この農業委員会の設置につき

ましては、原則として１自治体につき一つとされているところでございます。説明につきましては以上

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【合志議長】 

 それでは、協議第２９号「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」につきまして、ご意見ご質問あ

りますでしょうか。 

【武永輝男委員】 

 農業委員会の定数、任期の調整案が出ておりますが、阿知須町の農業委員会の意見として、ちょっと

述べさせていただきます。阿知須町の農業委員会ではですね、委員一人当たりの担当面積、これが非常

に増加するということでございまして、農業者へのサービス、これが低下につながるという懸念からで

すね、複数の農業委員会を設置すべきとの意見があります。 

つきましては、この取扱いにつきましては、農業者へのサービスの低下をきたさぬように新市の農業



［第１回 山口県央部１市４町合併協議会 会議録］ -25-

委員会の業務運営について、特段の配意をお願いしたいということが阿知須町の農業委員会の意見でご

ざいます。以上です。 

【合志議長】 

 ご意見、ご要望というとことで承りたいと思います。よろしいでしょうか。 

他にご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは協議第２９号「農業委員会委

員の定数及び任期の取扱い」につきましては、原案のとおり確認させていただいたものとしてよろしい

でしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 では原案のとおり確認いたします。 

それでは順番を一つ飛ばしまして、協議第３１号「地域審議会等の取扱い」を先に、審議してまいり

たいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 まず、資料でございますけれども、会議資料の１０２ページから１１１ページまででございます。地

域審議会等の取扱いにつきましては、第２回の１市３町合併協議会において、事前に１０４ページから

１１１ページまでの資料により説明しましたところでございます。 

会議資料の１０３ページをお開きください。ここに記載しておりますように、この取扱いの調整案は、

１、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づく、地域審議会、地域自治区及び合併特例区は設置

しない。２、「新市において、条例により、（仮称）まちづくり審議会を設置する。」とするものでござ

います。 

会議資料の１０５ページをご覧ください。８月１１日の協議会でもご説明しましたが、１市３町の協

議の中での新市建設計画では、旧市町単位に設置する総合支所を地域自治センターと位置づけ、ここに

地域における行政と住民の自治活動の拠点を設けることとしております。イメージ図にお示ししており

ますように、この仮称まちづくり審議会は、住民の意見等を集約し、住民のまちづくりの参画を図るた

めの審議組織として、この総合支所に条例により設置し、各地域において、住民主導による地域づくり

を進めようとする新市独自の取り組みでございます。 

これ以外の審議組織としては、地域審議会、地域協議会が考えられますが、地域自治区における地域

協議会は、市長が重要な施策の実施に当たっては、あらかじめ意見を聞くという、いわば事前協議の役

割を持っており、さらに、地域協議会の事務所を置き、職員を配置するもので、この制度は、住民参加

システムが確立した下に、住民と行政の連携をしながら、まちづくりを行なうことが不可欠で、いわば

地域自治の発展形であると考えております。 

また合併に際しての特例制度については、設置期間が限定されるなど、あくまでも特例的であり、ま

た、新たに事務所を設置することになるため、総合支所との関係などで、制度が複雑になり、導入は、

かえって混乱を招きかねないなど、課題が多く含んでおります。 

前のページの１０４ページをお開きください。このまちづくり審議会の概要でございますが、合併前

の市町の単位に設置し、その区域を対象とする審議会であり、地方自治法第１３８条の４に規定する付

属機関として設置期間を概ね１０年とするものでございます。審議会の役割としては、市長の諮問に応

じて意見を述べるものだけでなく、地域における施策の実施に関して、意見を述べることを明記し、地

域審議会の任務よりも、一層、市長への提案権を発揮させており、このことは、住民まちづくりの参画

意識の高揚と、住民と行政とのまちづくりへの協働体制を進めることを目的としております。 

なお、住民と行政との協働のまちづくり機運の醸成を見極めながら、将来的には地域自治区の設置に

ついて想定するなど、地域自治組織の制度化などで、県央中核都市にふさわしいまちづくりの推進を図

るものでございます。以上でございます。 
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【合志議長】 

 それでは、協議第３１号「地域審議会等の取扱い」につきまして、ご意見ご質問がありますでしょう

か。 

 

（質疑なし） 

 

【合志議長】 

 特にないようでございましたら、協議第３１号「地域審議会等の取扱い」につきましては、原案のと

おり確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、原案のとおり確認いたします。 

それでは順番を戻りまして、協議第３０号に入りますが、これからは、この協議第３０号の「一般職

の職員の身分の取扱い」と、協議第３２号「特別職の職員の身分の取扱い」から、協議第３７号「介護

保険事業の取扱い」までは、２市４町で既に確認済みの事項でございますので、事務局から一括して説

明をし、その後、先ほどと同様に説明の後、まとめて協議・確認してまいりたいと思います。それでは、

事務局から説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 それでは、資料４の総括比較表（２）の１ページをお開きください。それでは、協議第３０号、合併

協定項目９の「一般職の職員の身分の取扱い」から説明をさせていただきます。調整案といたしまして

は、２市４町時に確認された４項目に実質的な変更はなく、枠組み変更により、２市４町を１市４町に

書き換えたものでございます。 

次に、協議第３２号、協定項目１１の「特別職の職員の身分の取扱い」の調整案につきましてでござ

いますが、２市４町時に確認された４項目に変更はございません。 

協議第３３号、協定項目１５「使用料・手数料等の取扱い」この取扱いにつきましては、地方自治法

第２２５条及び第２２７条の規定に基づき、それぞれの市町の条例、規則等でその額、徴収の方法その

他関係事項を定め、賦課徴収されているところでございます。 

使用料につきましては、２市４町での調整方針を踏まえ、新市における住民の一体性の確保、及び住

民負担の公平性を図ることを基本原則に、急激な負担の変化に配慮し、適正な受益者負担の構築に向け

て調整するという基本方針のもとで、調整案を取りまとめたものでございます。では、これより各項目

について、２市４町と比較し、変更のあったものを中心に説明させていただきます。 

まず、建設関係の７件でございますが、このうち変更のあった事業は１件でございます。一番上の「道

路占用」でございますが、調整内容には相違はございません。しかしながら、今年度より、国道及び県

道の占用料に関して、急激な使用料の上昇を避けるための経過措置を設けられていることとなりました

ことから、市道においても、これに準じ、経過措置を設けることとしております。 

次に、都市公園関係の３件でございますが、変更になったものは１件でございます。一番上の「公園

施設使用料」でございます。１市４町では類似の施設がないことから、すべての施設について「現行の

まま新市に引き継ぐ。」こととしております。 

次に、環境保全関係の２件でございますが、変更はございません。 

次に、教育・文化関係ですが、変更は１件でございます。これは、山口ふれあい会館の使用料ですが、

２市４町においては、独特の施設という観点で調整しましたが、他の教育施設との絡みを考慮して、他

の教育施設と同様に、「使用料については、新市移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。減

免規定等については、新市移行後速やかに調整する。」と変更するものでございます。 
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次に、福祉関係でございますが、全部で４件で、変更のあったものは１件でございます。「隣保館の

使用料」ですが１市４町では、施設が山口市しかございません。「現行のまま新市に引き継ぐ。」という

ものでございます。 

次に、経済関係でございますが、全部で１１件ですが、上から５番目の「漁港区域内占用料等」でご

ざいますが、基本的に防府市と山口市の内容が類似していることから、１市４町では「山口市の例によ

り調整する。」こととしております。 

使用料の最後、コミュニティ関係でございますが、こちらは変更がございません。以上で使用料を終

わり、次に、「手数料」についての調整案をご説明申し上げます。 

手数料につきましては、税務、住民窓口、都市計画、環境衛生、農林関係の各分野において、２市４

町と同様に新市における住民の一体性の確保及び住民負担の公平性を図ることを原則とし、可能な限り

統一する基本方針のもとで、調整案を取りまとめたところでございます。 

まず、税務関係の５件ですが、変更はございません。 

次に、住民窓口の１７件ですが、変更の事務事業は２件でございます。船員法による手数料について

のみ「現行のまま新市に引き継ぐ。」から「廃止の方向で調整する。」に変更するものでございます。こ

の船員法事務は、法定受託事務であり、秋穂町と阿知須町のみ指定されている事務でございます。しか

し、ここ数年の入港船舶の減少等により事務処理件数が極端に少ないことから、国でも、指定解除の方

針を掲げており、この方針に従い、秋穂町、阿知須町も指定解除要望しており、この方針を踏まえ調整

を行ったものでございます。 

次に、都市計画関係の３件でございますが、このうち変更の事務は２件でございます。一番上の「開

発行為に関する申請手数料」でございますが、２市４町では防府市が区域区分を行っていましたことか

ら、区域区分に関する項目が「防府市の例により調整する。」ということで確認をされましたが、区域

区分以外については防府市、山口市とも同一であり、新しい枠組みではこの項目は必要ないことから、

「山口市の例により調整する。」こととしております。 

それから、三番日の「優良宅地・優良住宅認定手数料」でございますが、山口市・防府市とも同一の

内容であることから、「山口市の例により調整する。」こととしております。 

次に、環境衛生・保健医療関係は全部で２件ですが、「休日夜間診療の診断書等の交付手数料」につ

いて変更がございます。１市４町では山口市のみの実施であることから、「現行のまま新市に引き継ぐ。」

ということでございます。 

手数料の最後、農林関係は全部で３件ですが、変更のあった事務事業はございません。使用料・手数

料等の取扱いにつきましては、以上でございます。 

次に協議第３４号、協定項目１７の「補助金・交付金等の取扱い」でございます。この取扱いにつき

ましては、地方自治法第２３２条の２に「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄

付または補助をすることができる。」ということが定められています。この法令に基づいて、１市４町

では、それぞれの行政目的の達成や地域の振興、発展を図るため、地域内の各種団体に対する財政支援

や公益性の高い事業の奨励として補助金の交付を行っております。この補助金交付は、それぞれの市町

の歴史や伝統また地理的、社会的諸条件の相違から、その種類や交付額に必ずしも画一的のものではご

ざいません。 

そこで、この補助金、交付金等の取扱いにあたっては、２市４町の調整方針を踏まえ、「従来からの

経緯、実情等を配慮するとともに新市の一体性の確保を図る」ことを基本原則として、 

◎  同一あるいは同種の団体に対する補助金、交付金等については、できるだけ早い機会に関係団体

等の理解と協力を得て、統合の方向で調整する。 

◎  各市町独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、実績を踏まえ新市全体の均衡を保つよ

うに調整する。 

◎  同一あるいは同種の事業に対する補助金、交付金等については、制度の統一化に向け調整する。 

以上のような基本方針で調整しました案を本協議会に提出するものでございます。 
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それでは、２市４町と比較し、変更のあったものを中心に説明させていただきます。まず、税務関

係の２件、都市計画関係の４件、環境衛生関係の４件、環境保全関係の２件につきましては、変更ご

ざいません。 

次に、教育・文化関係でございますが、変更となったものが、３件ございます。まず、就園奨励費

ですが、小郡町のみの制度で、既に小郡町で制度が廃止されていることから、２市４町時に確認され

たところの、ただし書き部分を削除しております。また、枠組み変更に伴い「秋穂町を除く２市３町

の例」を「秋穂町を除く１市３町の例」に記述変更をするものでございます。 

次に、就学援助ですが、想定される新市の援助基準の級地区分が山口市と同様であることから、「防

府市の例」を「山口市の例」に変更するものでございます。 

次に、企業職場人権教育連絡協議会運営費補助金ですが、枠組み変更により、山口市のみの補助制

度となったため、ただし書き部分を削除するものでございます。 

次に、福祉・保健医療関係は全部で１０件ですが、このうち変更のあった事業は５件でございます。

まず、「心身障害者福祉施設整備助成」についてでございますが、防府市の交付要綱に倣い、山口市

も、要綱を作成したことから「山口市の例により調整する。」ものでございます。同様の案件といた

しまして、「施設整備補助金交付制度」につきましても、同じ要綱を適用することから、「山口市の例

により調整する。」と変更いたしております。 

次に「民間保育所への施設整備費補助事業」でございますが、２市４町では、「防府市の例により

調整する。」と確認をされましたが、１市４町では、山口市における保育の需要が高いこと、保育所

の整備が急務であることを考え、「山口市の例により調整する。ただし、５年を目途に見直しを行う

ものとする。」ものでございます。なお、老人クラブ、母親クラブに対する補助金については、実質

的な変更はありませんが、枠組み変更により「山口市、防府市、徳地町の例」を「山口市、徳地町の

例」に記述の変更を行ったものでございます。 

次に、経済関係でございますが、全部で１９件のうち変更のあった事業は１件でございます。上か

ら８番目の「林業振興事業にかかる補助金」ですが、２市４町では同種の事業が複数あり、それぞれ

の補助率等が異なっていましたことから、同種の事業については、これらを一本化し、「新たに制度

を創設する。」こととし、他の事業については「現行のまま新市に引き継ぐこと。」として確認されま

したが、１市４町では同種の事業がないことから、「新市移行後速やかに調整する。」ということとし

ております。 

次に、住民関係及びその他関係につきましては、変更ございません。 

協議第３５号、協定項目１８「町名、字名の取扱い」でございます。町名、字名の取扱いについて

は、枠組み変更により「２市４町」を「１市４町」に記述の変更を行ったもので、実質的な変更はご

ざいません。 

協議第３６号、協定項目２０の「国民健康保険事業の取扱い」でございます。まず、国民健康保険

料についてでございます。この調整においては、実質的な変更はございませんが、枠組み変更により、

賦課形態・賦課方式・賦課割合の項目で、「山口市・防府市の例」を「山口市の例」により、納付回

数・納期の項目で「山口市・防府市・秋穂町・阿知須町の例」を「山口市・秋穂町・阿知須町の例」

に記述の変更を行ったものでございます。また、任意給付の中では、葬祭費の項目で、２市４町では

「防府市の例により調整する。」と確認をしましたが、防府市の葬祭費５万円を取り入れることで、

「新たに制度等を創設する。」に変更しております。その他の国民健康保険事業については、変更ご

ざいません。 

協議第３７号、協定項目２１「介護保険事業の取扱い」でございます。この取扱いにおきましては、

「介護相談員派遣事業」で変更がございます。２市４町では、「新市移行後、速やかに調整する。」と

しておりましたが、１市４町では、山口市のみの実施事業であるものの、介護相談員派遣の必要性が

高いことから新市においては拡大する方向で調整し、「山口市の例により調整する。」としたものでご

ざいます。説明は以上でございます。 
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【合志議長】 

 ただ今、事務局から説明がありました、協議第３０号及び協議第３２号から第３７号までの協議事項

で、ご意見ご質問があればお願いいたします。よろしいでしょうか。 

【山本武義委員】 

  協定項目１８の町名・字名の取扱いについて意見を述べさせていただきます。これは２市４町で一応

確認されておりますが、資料５の１４６ページですね、これに資料が出ておりますが、ご存知のように

徳地町さんについては十幾つかの地名が入っておるわけです。そして秋穂町は東、西と二つの地名が入

っておるわけですね。阿知須町さんについては該当なしと。阿知須町何番地というふうな表示になろう

かと思うんですが、このあたりでわかりづらいんですね。秋穂町の場合、約９割弱が東になるわけです。

したがって阿知須町さんと同じような状況に近いわけです。 

先般から新聞等を見ましても、秋穂町東の県道で事故があったとか、どこそこで火事があったとかい

うのが、ほとんどこういう表示の仕方になるわけですね。いわゆる当然、地区の名前はあるわけですが、

このようなことで非常に、今からいろんな地区の交流とかいうことがあると、やはりこの地名というも

のが大事になるんではなかろうかというふうに思います。 

したがって当然、これは２市４町の確認済みのことですから、とやかくはないんですが、合併したら

早急に見直しをしていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

【合志議長】 

 ご意見として承ります。他に。それでは、協議第３０号及び協議第３２号から協議第３７号までの７

項目につきましては、原案のとおり確認させていただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは原案のとおり確認いたします。 

続きまして、協議第３８号「各種事務事業（広報広聴事業）の取扱い」から、最後の協議第４８号「各

種事務事業（その他事業）の取扱い」までは２市４町で既に確認済みの事項でございますので、事務局

から一括して説明をし、その後、先ほどと同様に説明の後、まとめて協議・確認してまいりたいと思い

ます。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

【山根計画調整課長】 

 それでは引き続き比較表のほうをお開きください。１０ページをお開きくださいませ。協定項目２２

（３）「各種事務事業（広報広聴事業）の取扱い」からご説明させていただきます。広報広聴事業につ

いては３件ございます。変更は市・町広報紙の１件です。これは枠組み変更により「山口市・防府市・

阿知須町の例」を「山口市・阿知須町の例」に変更するもので、その他のものについては変更はござい

ません。 

次に協議第３９号、協定項目２２（５）「各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱い」でございます。

この事業につきましては、３３件を調整しております。変更を生じたものについてのみご説明させても

らいます。 

まず、「外出支援サービス」についてでございます。２市４町では、「防府市の例により調整する。」

となっておりましたが、防府市の制度を取り入れることとし、「新たに制度を創設する。」ものでござい

ます。 

次に、「介護予防事業」でございますが、２市４町の時にはお示ししておりませんでしたが、介護予

防事業の重要性が増加し、介護予防ミニデイサービス等、拡張が見込まれる事業も含まれるため、今回

提示させていただき、１市４町において調整をした結果、「新市移行後、速やかに調整する。ただし、

介護予防ミニデイサービスについては山口市の例により調整する。」こととしております。 

次に「敬老会関係事業」でございますが、２市４町では、「防府市の例により調整する。ただし、開
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催方法については、随時調整する。」ことで確認されましたが、２市４町では、敬老会の主催を社会福

祉協議会とする方向で調整することとしましたが、主催者移行に若干の時間的猶予が必要なことから、

「新市移行後、速やかに調整する。」こととしております。次に「老人福祉電話貸与」でございますが、

実質的な変更はございませんが枠組み変更により、「山口市の例により調整する。」とする記述変更でご

ざいます。 

次に「公共交通利用優遇事業」でございますが、２市４町では、「新市移行後、速やかに調整する。」

と確認されましたが、１市４町では、「山口市の例により調整する。ただし、改正後の制度を基にする

ものとする。」こととしております。なお、改正予定の要綱概要は現況欄にお示ししております。ご覧

ください。 

次に「ふれあいいきいきサロン運営助成事業」でございますが、社会情勢の変化や元気老人対策とし

て重要性が増してきたことも考慮し、「新たに制度を創設する。」としたものでございます。 

次に「在宅緩和ケア推進事業」でございますが、これも今回新たに調整をお願いするものでございま

すが、告知された方が自分の住みなれた所でケアを受けたい、がん末期患者を対象としたサービスでご

ざいまして、「山口市の例により調整する。」こととし、新市において拡張していくこととしております。

「在日外国人等福祉給付金」でございますが、防府市・山口市の例の支給要綱がほぼ同じことから「山

口市の例により調整する。」こととしております。 

協議第４０号、協定項目２２（６）「各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱い」でございます。こ

の事業については、全部で３６件調整しております。ここで資料の訂正をお願いいたします。資料６、

現況調書等を製本しておるものですが、これの７０ページをお開きください。この事業は保健所所管の

事業で合併による所管外等も含め、関係機関との協議の中で調整することとなりますので、削除させて

いただきます。なお、これに伴いこれ以降７６ページまでを、それぞれ１ページずつ繰り上げてくださ

るようお願いします。削除していただく事業名ですが、精神障害者「憩いの家」でございます。 

それでは、説明を続けさせていただきます。総括比較表のほうをご覧ください。まず、心身障害児デ

イケア推進事業、入浴サービス事業、生活訓練事業、進行性筋萎縮症療養等給付事業、身体障害者自動

車訓練、身体障害者自動車改造助成、特別障害者手当、特別児童扶養手当の８事業につきましては、実

質的な制度、事業の変更はございませんが、枠組み変更により「山口市、防府市の例」を「山口市の例」

に記述の変更を行ったものでございます。 

次に、「心身障害者扶養共済制度掛金助成」でございますが、調整方針そのものに変更はございませ

んが、防府市の加入者が納付していた１口の共済掛金の２分の１を助成する制度を取り入れまして、「新

たに制度を創設する。」こととしております。 

次に、「補装具の給付・修理」でございますが、調整方針そのものに変更はございませんが、事業効

果が薄れていることにより、ただし書きの部分の単独事業については、「速やかに調整する。」の部分を

廃止の方向で検討することとしております。 

次に「身体障害者生活支援事業」でございますが、実質的な変更はございませんが、枠組み変更によ

り、「山口市の例により調整する。」と記述の変更するものでございます。なお、この事業は、３０万都

市圏の２箇所、支援センターを設置することができることから、現在徳地町においては、防府市・徳地

地域でのセンターで事業を展開していることから、「だだし、徳地町については、速やかに調整する。」

とするただし書きを追加したものでございます。 

次に、「知的障害者施設通園バス助成」でございますが、２市４町では「新市に移行後も当分の間現

行どおりとし、随時調整する。」と確認されましたが、１市４町では、支援費制度に含まれた措置とさ

れていることから「廃止の方向で検討する。」こととしております。 

最後に「重度心身障害児福祉手当」でございますが、支給要件等、相違が軽微なことから新市発足時

までに統一することで、「新たに制度等を創設する。」こととしております。 

次に協議第４１号、協定項目２２（７）「各種事務事業（児童福祉事業）の取扱い」でございます。

この事業では１２件のうち変更のあった事業は４件でございます。まず、「児童クラブ」でございます
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が、「保育料は統一の方向で調整する。」を「保育料は統一する。」と表記替えするものでございます。 

次に「乳幼児健康支援一時預かり事業」でございますが、他の子育て支援事業との整合性を図り、ま

た防府市の制度を取り入れた上で「新たに制度等を創設する。」こととしております。具体的には低所

得者対策として減免規定を導入することとするものでございます。 

次に、「ちびっこ広場設置補助事業」でございますが、策定予定の次世代育成行動計画との整合性を

図ることから、３年間を２１年度とするものでございます。 

最後、「助産扶助費」でございますが、２市４町では「防府市の例により調整する。」と確認をされま

したが、１市４町でも同様に防府市の制度を取り入れ、「新たに制度を創設する。」こととしております。 

次に協議第４２号、協定項目２２（８）「各種事務事業（その他の社会福祉事業）の取扱い」でござ

います。この事業については、全部で４件のうち変更のあった事業は２件でございます。まず、「民生・

児童委員、主任児童委員」でございますが、２市４町では、新市移行後、「速やかに調整する。」という

ことで確認されましたが、１市４町では、新市民生委員児童委員協議会が一本化する中で、「新たな制

度を創設し調整する。」こととしております。次に「低所得者等見舞金」でございますが、２市４町で

は、「山口市の例により調整する。」こととしておりましたが、県において事業目的が同一である見舞金

制度が廃止されたこととの均衡を図る必要性があることから「廃止の方向で検討する。」こととしてお

ります。 

次に、協議第４３号、協定項目２２（９）「各種事務事業（保健・医療事業）の取扱い」でございま

す。この取扱いについては、２件の変更がございます。「乳幼児健康診査」につきましては、新しい枠

組みにおいて、相違がないことから、「現行のまま新市に引き継ぐ。」ものでございます。次に２市４町

では、「１歳６ヶ月、３歳児健康診」は「新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。」こ

ととしておりましたが、集団健診・個別健診のどちらもメリット・デメリットがあり、住民の意見も勘

案する必要があることから、「新市移行後は現行どおりとし、早い時期に健康診査の実施方法を統一す

る方向で、新市移行後、速やかに調整する。」ものでございます。 

次に、協議第４４号、協定項目２２（１０）「各種事務事業（生活環境事業）の取扱い」でございま

す。生活環境事業については８件ございます。変更が２件ございます。まず、廃棄物処理手数料の減免

についてですが、枠組み変更するもので、２市４町時の確認内容と、減免対象の内容が酷似しているこ

と、また、減免の目的を考慮し、「山口市・小郡町の例により調整する。」と変更するものでございます。 

次のページになりますが、次に、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料についてですが、こちらにつ

いても枠組み変更により調整案を変更するもので、許可申請手数料は徴収する方向で、小郡町を基に「新

たに制度を創設する。」と変更するものでございます。 

次に協議第４５号、協定項目２２（１１）「各種事務事業（農林水産事業）の取扱い」でございます。

この事業については６件調整を行いましたが、２市４町時と変更はございません。 

次に協議第４６号、協定項目２２（１２）「各種事務事業（商工・観光事業）の取扱い」でございま

す。商工・観光事業は全部で５件でございますが、このうち変更のあった事業は２件でございます。は

じめに、「制度融資・小口事業資金」でございますが、２市４町では主に山口市と防府市が多様な制度

となっておりましたことから、両市の制度をすり合わせるという内容で、「山口市・防府市の例により

調整する。」こととしておりましたが、基本的に山口市と防府市の制度が類似していることから、「山口

市の例により調整する。」こととしております。次に、「雇用対策支援事業」でございますが、こちらも

先ほど同様の考え方で、「山口市の例により調整する。」こととしております。 

次に、協議第４７号、協定項目２２（１９）「各種事務事業（コミュニティ施策）の取扱い」でござ

います。この事業については４件調整を行いましたが、変更はございません。 

次に、協議第４８号、協定項目２２（２０）「各種事務事業（その他事業）の取扱い」でございます。

こちらが全部で３件の調整を行いましたが、変更はございません。説明は以上でございます。 

【合志議長】 

 それではただ今、事務局から説明がありました、協議第３８号から第４８号までの協議事項で、ご意
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見ご質問があればお願いいたします。 

 

（「トイレ休憩をとってもらえませんか。」の声） 

 

【合志議長】 

 わかりました。暫時休憩いたします。５分の休憩といたします。 

 

［午後６時５５分～午後７時０５分 休憩］ 

 

【合志議長】 

 それでは会議を再開いたします。発言があれば。 

【氏永東光委員】 

 かなり時間も経っておりますから端的に申し上げます。一点はですね、今、調整案で事務局のほうも

考えておられると思うんですが、調整案でいろいろ新しく制度をつくるとか、廃止するとかいろいろご

ざいますが、この新しい市になった時にこの数値がどのくらいですね、新市に負担を掛けるのか、いや

これだけ減免できるんだとかいう、早めにですね、そういう財政の負担軽減、これの一覧表というのを

やっぱりお出しをいただかんと、今の話を聞いて、前に聞いた話ですからあれですが、数字的にないと

なかなか把握が難しいと思っております。これは要望と意見です。 

それともう一つは、今総括的に言わないと、どこをどうやってわからんようになりましたので、各地

域の発展計画といいますか、まちづくりということは当然必要でございますから、それと相まって忘れ

ていけない地域の一体感、これを忘れるとですね、まちづくり審議会とかいろいろございますが、これ

も大変必要ですが一体化を図るということの中で、こういう制度もまちづくり協議会のところも言わな

いといけなかったのですが、１０年というふうになっておりますが、１０年というのは長すぎるのでは

ないか。あるいは地域のエリアを固定化するのではないかという５年にしたらいいんじゃないかという

意見もうちの議会の中では出ております。 

それともう一つは前納報奨金につきまして、税務の関係ですが、これについて山口は一括払える人は

優遇されるという面もあって廃止をした経過もございますので、こういう面も一体化の中で早めにいろ

いろなものは調整をしていっていただきたいと、こういうことで以上でございます。終わります。 

【合志議長】 

 調整案の財政についての影響につきましての資料のことにつきましては、事務局からご説明をお願い

します。 

【重見事務局長】 

 今、ご指摘がございましたように、この調整案が完了、いわゆる確認いたしますと、次回９月３０日

を予定しておりますが、それには間に合うようにわかる範囲の影響枠等についてはお示しをしたいとい

うふうに思っております。 

【合志議長】 

 他に、ご意見ご質問、よろしいでしょうか。 

それでは、協議第３８号から協議第４８号までの１１項目につきましては、原案のとおり確認させて

いただいたものとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【合志議長】 

 それでは、原案のとおり確認いたします。 

最後になりますが、会議次第の６「その他」に入ります。委員の皆様、「その他」ということで何か
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ご発言ありますか。 

【氏永東光委員】 

 その他の項ということでございますが、今１市４町でまちづくりをおのおのの自治体で皆やっておる

わけでございますが、私たちは安心はしておりますが、二つほど少しご発言をいただきたいと思ってお

りますのは、まず一点は徳地町においてですね、住民の運動があるということで、大変よくわかりづら

いと、だからこれについて徳地町の今の動き、将来にわたってですね、町長の考え方、あるいは１市４

町にかける決意といいますか、そういうもののお話をいただきたい。 

それと、もう一点は大変同じですが、小郡町におきましても非常に住民の動きがあるということでご

ざいますから、それについても小郡町の町長さんの、信頼はしております、信頼はしておりますが、そ

の安心はしちゃあいけんという気は当然いたしますので、これにかける１市４町にかける町長の熱き思

い、決意のほどといいますか、私は今の住民投票条例の動きを見ましても、かなりのところまでは、そ

りゃあ憶測ですからわかりませんが、そういう時になってもですね、１市４町にかける決意、これをや

はり言っていただければですね、みんなも安心するんじゃないかと思っておりますので、両町長さんに

大変大好きですし、信頼はしておりますが、その思いを改めてお述べいただきたいと思っております。

すいませんがよろしくお願いいたします。 

【伊藤副会長】 

 ご指名がありましたので、うちの場合は合併特例法の第４条で、いわゆる住民の方が防府市さんと法

定協をつくって欲しいという、そういう請求でありまして、これは有権者の５０分の１、うちは有権者

が約７千２２０人ですので、１４０人あれば、それができます。 

この７日に代表者の方が町の選管のほうに出されて、今から審査をしますが、新聞等では２４０人、

割合で言いますと有権者の３．３％ですね。それがありまして、今後これが正式に数が確定すればです

ね、まず防府市さんのほうに法定協を立ち上げるかどうかを確認するようになります。 

で、防府市さんがもう徳地町と法定協を立ち上げないというのならそれで終わります。防府市さんが

徳地町と法定協を立ち上げてもいいとなりますと、今度徳地町議会にそれを否決されれば今度は、それ

を住民の方が６分の１、徳地町では１，２００人の署名を集めてですね、今度住民投票をかけて、過半

数にいけば、防府市と徳地町の法定協が立ち上がると、そういう制度になってますが、徳地町は今まで

執行部、それから議会もほとんどの議員の方が１市３町さんと一緒にやっていくということで、今日臨

みましたし、徳地町では自治会長集会、また徳地町旧村５地区がありまして、そこで説明会をしまして

ですね、住民にアンケートをいたしまして、約７０％近い住民の方がですね、１市４町でやっていきた

いというそういう思いがあって、今日この場に臨んで来たわけで、徳地町といたしましてはですね、当

然１００％というのはないわけでありますが、今後また新市計画が出れば住民説明会もするわけで、そ

の中で町民の方のご理解をいただく中で、この１市４町で新市を建設すべく、いきたいと、そういうふ

うに考えておりますので、また町民の多くの方のご理解もいただいてると思ってますし、また今後もい

ただくべく努力をしていく決意でありますので、その辺、ぜひご理解いただきたいと、こういうふうに

思ってます。 

【岩城副会長】 

 今、氏永委員さんのほうからご心配をいただきましたが、町内で８月の２０日から９月の１９日まで

の期間において、住民投票条例の制定を求める署名活動が開始をされております。 

皆さんご承知のとおり、小郡町はこれまでの山口との合併問題においても、なりかけて壊れたケース

が何回もあります。そのような状況ですので、私たちもこの住民投票条例を楽観視しているわけではご

ざいません。今、合併を推進する議員さん方と共に、地域での出前講座をさせていただいております。

今週は台風が来ましたので、急遽、今それどころではない住民の方がいらっしゃいますから止めました

が、出前講座というかたちでしっかりと合併という中身についてお知らせをしているところであります。 

集めるほう側はですね、有権者の半数以上を集めれば、せざるを得ないだろうと言うことで拍車をか

けているようであります。ただ、署名した方も合併賛成者の方がかなり署名をいたしている状況があり
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ます。合併反対というかたちでの署名をとらずに、とにかく合併はみんなで決めたらいいじゃないかと

いうことで、賛成者でもどうぞ書いてくださいというようなかたちでいってますので、その数字がすべ

て合併拒否ではないんですが、かなりの数集まるんではなかろうかというふうには思っております。 

ただ、私どもも一生懸命やっておりますし、この１市４町の中でも小郡町の主張してきたところもき

ちんと承認をしていただいておりますから、われわれも一生懸命もう少し頑張れば、地域の人たちもそ

れに対する回答が出てくるというふうに思っておりますので、ご心配要らないとは断言は申し上げられ

ませんが、もう市町村合併については、小郡町としては前向きに必ず実現をさせるという、私個人はこ

の命をかけてやりたい、というふうに思っております。以上でございます。 

【合志議長】 

 他に。 

【氏永東光委員】 

 まだあるんかと、こう言われますが、けじめとしまして質問した立場ですから、今のお二人の町長の

ですね、熱き思い、これを決意を聞きましたので、ぜひ僕たちも応援して初期の目的を達成するように

やっていきたい、こういうように思っておりますし、大変力強く感じたということを述べまして、大変

ありがとうございました。 

【合志議長】 

 よろしいでしょうか。それでは、今後の日程等について、事務局から説明をお願いいたします。 

【重政事務局次長】 

 それでは最後になりましたけれども、資料の一番最後なんです。１５７ページをちょっとお開き願い

たいんですけども、今後の合併協議スケジュールについて少しご説明したいと思います。文字が小さく

て申し訳ありませんけれども、協議会の開催につきましては、３回の開催を予定しておりまして、日程

につきましては、表の上のほうに書いてありますけれども、それから具体的な期日につきましては、下

のほうの枠に第１回から３回目までの開催日時等をお示ししております。 

合併手続きにつきましては、今後すべての協議事項を確認していただいた後、１１月下旬から１２月

にかけまして、合併協定調印それから各市町議会での議決、それから県知事への合併申請そして１７年

３月には県議会の議決等を予定しております。 

合併協議項目につきましては、基本４項目等については、本日を含めまして第２回の協議会までに協

議・確認をお願いしたいと思っておりますし、また新市建設計画につきましては、小委員会で協議・検

討を行い９月末に計画案を確認していただき、住民説明会等でのご意見を踏まえ、１１月下旬の協議会

で最終確認をしていただきたいと考えております。 

なお、各市町では、そこにも少し書いておりますけれども、１０月以降住民説明会等の開催が予定さ

れております。合併協議スケジュールにつきましては、以上でございます。 

次に、次回の協議会について、そこに書いてありますけれども、ご説明いたしたいと思います。９月

３０日（木）午後２時から、徳地町町民体育館において開催いたします。協議事項につきましては、本

日提案されていない項目が１項目ございまして、「一部事務組合等の取扱い」について協議していただ

く予定です。また本日継続協議となっております合併の期日、それから議会議員の定数及び任期の取扱

い等についても、それから計画もございますけれども、協議をお願いしたいと思います。会議の開催に

つきましては、開催の１週間前を目標に、協議資料と一緒に文書でご案内をいたしたいと考えておりま

す。事務局からは以上でございます。 

【合志議長】 

 それでは、以上をもちまして、本日協議する事項は、終了いたしました。長時間のご協力誠にありが

とうございました。 

 

 

［午後７時２０分 閉会］ 
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